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第一部【企業情報】

第１【企業の概況】

１【主要な経営指標等の推移】

(1）連結経営指標等

回次 第16期 第17期 第18期 第19期 第20期 

決算年月 平成23年３月 平成24年３月 平成25年３月 平成26年３月 平成27年３月 

売上高 （千円） 2,308,241 2,707,875 2,906,808 3,027,296 3,402,691 

経常利益 （千円） 687,088 565,556 726,149 659,606 910,268 

当期純利益 （千円） 390,050 310,299 444,265 399,551 531,292 

包括利益 （千円） 390,050 310,299 444,265 399,551 541,796 

純資産額 （千円） 2,936,223 3,212,858 3,568,231 3,876,498 4,297,919 

総資産額 （千円） 3,550,532 4,101,407 4,562,743 4,873,387 5,749,229 

１株当たり純資産額 （円） 208.13 226.32 249.48 272.98 303.40 

１株当たり当期純利益金額 （円） 28.51 22.68 32.17 28.81 38.27 

潜在株式調整後１株当たり当

期純利益金額 
（円） 28.26 22.56 32.15 28.74 38.19 

自己資本比率 （％） 80.2 75.5 75.6 77.8 73.3 

自己資本利益率 （％） 14.2 10.4 13.6 11.0 13.3 

株価収益率 （倍） 17.29 18.34 25.18 32.84 31.04 

営業活動によるキャッシュ・

フロー 
（千円） 750,789 847,581 820,553 817,019 1,355,392 

投資活動によるキャッシュ・

フロー 
（千円） △56,286 △899,336 △558,302 △645,731 △848,019 

財務活動によるキャッシュ・

フロー 
（千円） △185,414 △80,271 △97,493 △85,452 △119,893 

現金及び現金同等物の期末残

高 
（千円） 1,538,046 1,406,020 1,570,777 1,656,613 2,074,381 

従業員数 
（名） 

141 163 174 178 179 

（外、平均臨時雇用者数） (16) (17) (25) (23) (20) 

 （注）１ 売上高には、消費税等は含まれておりません。

２ 従業員数欄の（ ）書きは、臨時雇用者（派遣スタッフ等）の年間平均雇用人数であり外書きであります。

３ 平成25年４月１日付で株式１株につき100株の株式分割を行っております。当該株式分割については、第16

期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、１株当たり純資産額、１株当たり当期純利益金額及び潜在株

式調整後１株当たり当期純利益金額を算定しております。
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(2）提出会社の経営指標等

回次 第16期 第17期 第18期 第19期 第20期 

決算年月 平成23年３月 平成24年３月 平成25年３月 平成26年３月 平成27年３月 

売上高 （千円） 2,239,414 2,651,562 2,844,718 2,960,668 3,395,851 

経常利益 （千円） 653,981 491,391 699,032 639,157 926,126 

当期純利益 （千円） 366,573 265,441 427,580 388,560 573,978 

資本金 （千円） 697,388 697,989 713,590 713,590 713,590 

発行済株式総数 （株） 139,872 139,926 141,330 14,133,000 14,133,000 

純資産額 （千円） 3,094,104 3,325,880 3,664,569 3,961,845 4,415,447 

総資産額 （千円） 3,693,482 4,191,373 4,635,772 5,007,029 5,903,495 

１株当たり純資産額 （円） 219.68 234.58 256.45 279.13 311.86 

１株当たり配当額 （円） 450 600 800 8 14 

（内１株当たり中間配当額） （円） (－) (－) (300) (4) (5) 

１株当たり当期純利益金額 （円） 26.79 19.40 30.96 28.02 41.34 

潜在株式調整後１株当たり当

期純利益金額 
（円） 26.56 19.30 30.95 27.95 41.26 

自己資本比率 （％） 81.3 76.6 76.5 77.4 73.4 

自己資本利益率 （％） 12.6 8.5 12.7 10.5 14.0 

株価収益率 （倍） 18.40 21.44 26.16 33.76 28.74 

配当性向 （％） 16.8 30.9 25.8 28.6 33.9 

従業員数 
（名） 

139 163 169 173 179 

（外、平均臨時雇用者数） (15) (16) (24) (23) (20) 

 （注）１ 売上高には、消費税等は含まれておりません。

２ 従業員数欄の（ ）書きは、臨時雇用者（派遣スタッフ等）の年間平均雇用人数であり外書きであります。

３ 第17期の１株当たり配当額には、東京証券取引所上場記念配当150円を含んでおります。

４ 第18期の１株当たり配当額には、東京証券取引所一部指定記念配当200円を含んでおります。

５ 第20期の１株当たり配当額には、創立20周年記念配当４円を含んでおります。

６ 平成25年４月１日付で株式１株につき100株の株式分割を行っております。当該株式分割については、第16

期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、１株当たり純資産額、１株当たり当期純利益金額及び潜在株

式調整後１株当たり当期純利益金額を算定しております。
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２【沿革】

年月 内容

平成７年６月 インターネット関連アプリケーションソフトの開発販売を主な目的として、東京都港区にデジタ

ルアーツ株式会社（資本金1,000万円）を設立

平成10年８月 国産初のWebフィルタリングソフトを開発、同時に有害情報の収集を開始

平成12年１月 資本金を4,000万円に増資

平成12年１月 本社を港区北青山の佐阿徳ビルに移転

平成12年３月 資本金を４億9,100万円に増資

平成12年５月 インターネット・モニタリングサービス「NET iScope」サービス開始

平成14年９月 大阪証券取引所ナスダック・ジャパン市場（現 東京証券取引所JASDAQ（グロース））に上場

資本金を５億5,220万円に増資

平成16年９月 インターネット・モニタリングサービス「NET iScope」の営業を譲渡し、フィルタリングソフト

分野に事業を集中

平成16年10月 九州支店開設（現 九州営業所）

平成17年２月 世界22の国と地域で「フィルタリングを含むインターネットアクセス制御に関する特許」が成立 

（同特許は、平成27年３月31日現在、世界27の国と地域で取得）

平成17年３月 株式会社アイキュエス（現 連結子会社）の全株式を取得

平成17年10月 本社を千代田区永田町のプルデンシャルタワーに移転

平成18年８月 

平成19年11月 

平成20年２月

大阪営業所開設（現 関西・中四国営業所） 

名古屋営業所開設（現 中部営業所） 

プライバシーマークを取得

平成21年１月 札幌営業所開設（現 北海道営業所）

平成21年12月 東北営業所開設

平成22年12月

 

平成23年４月

 

平成23年11月

平成24年２月

平成24年５月

 

平成24年６月

大阪証券取引所JASDAQ（スタンダード）（現 東京証券取引所JASDAQ（スタンダード））に市場

区分を移行

米国子会社 Digital Arts America, Inc. 設立

英国子会社 Digital Arts Europe Ltd 設立

本社を千代田区大手町の大手町ファーストスクエアウエストタワーに移転

東京証券取引所市場第二部に上場

大阪証券取引所JASDAQ（スタンダード）（現 東京証券取引所JASDAQ（スタンダード））の上場

廃止

米国子会社 Digital Arts Investment, Inc. 設立

平成25年３月 東京証券取引所市場第一部に指定銘柄変更

平成25年５月 ポルキャスト・ジャパン株式会社を設立 

米国Polkast LLCと業務提携

平成26年４月

平成27年１月

米国子会社FinalCode, Inc. 設立

ポルキャスト・ジャパン株式会社を解散

米国Polkast LLCと業務提携解消

 

EDINET提出書類 
デジタルアーツ株式会社(E05303) 

有価証券報告書

- 3 -



３【事業の内容】

 当社グループは、当社および連結子会社２社により構成され、Webフィルタリングソフト、メールフィルタリングソ

フト、およびファイル暗号化・追跡ソリューションの企画・開発・販売等を主要な事業としております。

 

[当社と連結子会社の事業における位置付け]

名称 主要な事業内容

当社
インターネットセキュリティ関連ソフトウェアおよびアプライ

アンス製品の企画・開発・販売

株式会社アイキュエス インターネットセキュリティ関連ソフトウェアの開発・販売

FinalCode, Inc.
「FinalCode」（ファイル暗号化・追跡ソリューション）の企

画・開発・販売

 

 インターネットの世界にはさまざまな情報が際限なく氾濫しております。インターネットを活用することにより、情

報収集に対する利便性は飛躍的に高まったものの、インターネットに記載される情報のコントロールや防御方法は未だ

確立されておらず、インターネットユーザーが意図せずに問題あるサイトに遭遇する危険性は非常に高くなっておりま

す。

 また、ビジネスに欠かせないツールである電子メールについても、誤送信対策、膨大なメールの保存と有効活用、迷

惑メール対策、Webメールセキュリティ対策など、企業・組織は多くの課題を抱えています。

さらに、組織内部関係者による個人情報の漏えい・不正持出し、盗難・紛失・誤送信などの操作ミス、委託先からの漏

えいなど、重要ファイルに対するセキュリティ対策が急務となっています。

 当社グループは、誰もが安心してインターネットを活用できる社会を創るため、上記のような課題・リスクに対応し

たソフトウェアやソリューションの提供を行っております。

 なお、当社グループは、区分すべき事業セグメントが存在しないため報告セグメントはセキュリティ事業単一となっ

ております。

 

[主要製品]

ユーザー区分 主要製品 会社名

企業向け

・「i-FILTER」（Webフィルタリングソフト）

・「m-FILTER」（メールフィルタリングソフト）

・「D-SPA(DigitalArts Secure Proxy Appliance)」

（プロキシアプライアンス）

・「Final Code」（ファイル暗号化・追跡ソリューション）

当社

株式会社アイキュエス

FinalCode, Inc.

公共向け

・「コミュニケーションサーバシステム」

（学校向けセキュリティ重視型総合インターネットサーバシステム）

・「i-FILTER」（Webフィルタリングソフト）

・「m-FILTER」（メールフィルタリングソフト）

・「NetFilter」（Webフィルタリングソフト）

・「D-SPA(DigitalArts Secure Proxy Appliance)」

（プロキシアプライアンス）

・「Final Code」（ファイル暗号化・追跡ソリューション）

当社

株式会社アイキュエス

FinalCode, Inc.

家庭向け ・「i-フィルター」（Webフィルタリングソフト） 当社

 

[用語説明]

用語 意味・内容

Webフィルタリングソフト 利用者の設定によってインターネット上のサイトを閲覧するものとしな

いものに分別する機能を有するソフト

メールフィルタリングソフト 利用者の設定によって電子メールの送受信を制御する機能を有するソフ

ト

ファイル暗号化・追跡ソリューション 電子ファイルを追跡・リモート制御することができる、パスワードレス

の暗号化サービス
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以上に述べた事項を事業系統図によって示すと次のとおりとなります。
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４【関係会社の状況】

名称 住所
資本金
（千円）

主要な事業の内容
議決権の

所有割合（％）
関係内容

（連結子会社）        

株式会社アイキュエス

東京都千代田区

大手町一丁目

５番１号

34,000 セキュリティ事業 100.0

役員の兼務 

業務の委託

 及び受託

製品の仕入

   及び販売

FinalCode,Inc. 

3031 Tisch Way,

Suite 115, San Jose,

CA 95128, USA

68,085 セキュリティ事業 100.0
役員の兼務 

業務の委託

 

 

 

５【従業員の状況】

(1）連結会社の状況

平成27年３月31日現在
 

区分 従業員数（名）

セキュリティ事業    179（20）

合計    179（20）

（注）１ 上記従業員数欄の（ ）書きは臨時雇用者（派遣スタッフ等）の年間平均雇用人数であり外書きであります。

２ 当社グループは、セキュリティ事業のみの単一セグメントに従事しており、当該事業以外に事業セグメントが

ないため、セグメントに係る記載は省略しております。

 

(2）提出会社の状況

平成27年３月31日現在
 

従業員数（名） 平均年齢（歳） 平均勤続年数（年） 平均年間給与（千円）

179（20） 36.1 4.6 6,104

（注）１  上記従業員数欄の（ ）書きは臨時雇用者（派遣スタッフ等）の年間平均雇用人数であり外書きであります。

２ 当社は、セキュリティ事業のみの単一セグメントに従事しており、当該事業以外に事業セグメントがないた

め、セグメントに係る記載は省略しております。

３  平均年間給与は、賞与、基準外賃金及びストック・オプションによる株式報酬費用を含んでおります。

 

(3）労働組合の状況

 労働組合は、結成されておりませんが、労使関係は円満に推移しております。

EDINET提出書類 
デジタルアーツ株式会社(E05303) 

有価証券報告書

- 6 -



第２【事業の状況】

１【業績等の概要】

(1）業績

 当連結会計年度（平成26年４月1日～平成27年３月31日）におけるわが国経済は、消費税増税に伴う需要の減少はあ

ったものの、政府・日銀の積極的な経済・金融政策の推進により、緩やかな回復基調が続きました。当社グループの

属するセキュリティ業界におきましては、クラウドサービスやスマートフォン・タブレット等のモバイル端末の利活

用が進展する中、特定の企業や国家機関を狙ったサイバー攻撃、シャドーIT問題、組織内部関係者による個人情報の

漏えい、残虐動画を引用したサイトや画像の拡散などが注目を集め、情報セキュリティ対策への関心と需要が高まり

ました。

 このような状況の下、当社グループでは、企業および公共向け市場において、新たなセキュリティ課題である“シ

ャドーIT”による情報漏えい対策に有効な機能を搭載した「i-FILTER」 Ver.９、スマートデバイスやノートパソコン

など、様々な端末で利用可能な「i-FILTER ブラウザー＆クラウド 」Ver.3.5（モバイル端末版)、昨今ニーズが高ま

っているクラウドメールにも対応したメールフィルタリングソフト「m-FILTER」Ver.４（サーバー版）、いつでも最

新の「i-FILTER」をアプライアンスとして利用可能となった「D-SPA」Ver.３の販売を推進いたしました。また、個人

情報の漏えい事故が相次ぎ、組織内部関係者による情報流出リスクへの対策が急務となる中、ファイル暗号化・追跡

ソリューション「FinalCode」に対する関心と要望が益々高まり、既存バージョンの販売を進めながら、お客様の要望

が多い機能について開発を進め、ユーザビリティの強化と既存機能の改善に努めました。家庭向け市場においては、

保護者や青少年向けの啓発活動を実施し、多様化するインターネット利用に対する情報セキュリティ対策の必要性を

訴え「i-フィルター」の需要喚起、販売促進に努めました。

 以上の結果、当連結会計年度における売上高は3,402,691千円（前年同期比112.4％）となりました。また、利益面

につきましても、開発人員増強に伴う減価償却費の増加や今後の成長に向けた米国子会社への投資等を行いました

が、売上の増加に加え、販売施策の見直し、為替効果等があり、営業利益は865,084千円（前年同期比132.5%）、経常

利益は910,268千円（前年同期比138.0%）、当期純利益は531,292千円（前年同期比133.0%）となりました。

 

各市場の業績は、次の通りです。

 

企業向け市場

 主力製品である「i-FILTER」並びに「m-FILTER」の販売が順調に推移いたしました。「i-FILTER」につきまして

は、国内外の2,000を超えるwebサービスの機能を制御する「webサービス制御」機能を搭載した「i-FILTER」Ver.９の

販売が、主として輸送用機器業、情報・通信業、建設業等のお客様を中心に進みました。また、「m-FILTER」につき

ましては、平成26年５月よりクラウドメールに対応した「m-FILTER」Ver.４（サーバー版）の販売を開始し、シンク

タンクやコンサルティング業等のお客様獲得が進みました。一方、「FinalCode」につきましては、サイバー攻撃や組

織内部関係者による情報漏えい対策への需要が高まり、小規模案件や手軽に利用を開始することが可能なASPサービス

（クラウド版）の販売が進みました。

 以上の結果、企業向け市場の売上高は、1,899,596千円（前年同期比116.0％）となりました。

 

公共向け市場

 公共向け市場におきましても、主力の「i-FILTER」並びに「m-FILTER」の販売が順調に推移しました。「i-

FILTER」につきましては、企業向け市場同様、高機能製品である「i-FILTER」Ver.９の販売が教育委員会や地方自治

体を中心に堅調に推移いたしました。さらに、スマートフォンやタブレット等のモバイル端末を利活用したデジタル

学習の拡大を背景として、文教向けに「i-FILTER ブラウザー＆クラウド 」（モバイル端末版）の販売が進みまし

た。また、「m-FILTER」につきましては、公共市場においてメールアドレスの個人化が進み、メールセキュリティに

対する需要が増加した事により、教育委員会や地方自治体を中心に販売が順調に推移いたしました。

 以上の結果、公共向け市場の売上高は、1,140,186千円（前年同期比110.8％）となりました。

 

家庭向け市場

 スマートフォン向けフィルタリングソフト「i-フィルター」は、OEM提供による販売が順調に推移いたしましたが、

収益性改善を目的とした販売施策の見直しを実施した結果、売上につきましてはほぼ前年並みに留まりました。一

方、ゲーム端末向けとしては、任天堂株式会社の携帯型ゲーム機「Newニンテンドー3DSTM」のインターネットブラウ

ザーに、「i-フィルター」の技術が採用され、日本国内において幅広く市販されるゲーム端末として初となる『ブラ

ウザーのフィルタリング設定がはじめから有効な状態』で提供されております。また、残虐画像の拡散などが社会問

題となり、webフィルタリングへの関心が高まる中、様々なメディアを通して有害サイト対策について啓発活動を行い

ました。当社グループは今後もインターネット利用における青少年の安全を確保するため、他のインターネット利用

端末での採用に向けた提案活動を継続してまいります。

 以上の結果、家庭向け市場の売上高は、362,907千円（前年同期比100.5％）となりました。
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当連結会計年度（平成26年４月１日～平成27年３月31日）の売上高

  企業向け市場 公共向け市場 家庭向け市場 合計

  百万円 百万円 百万円 百万円

 27年３月期 1,899 1,140 362 3,402

 26年３月期 1,637 1,028 361 3,027

 （百万円未満切捨）

 (2）キャッシュ・フロー 

 当連結会計年度における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べて、417,767千円増加し、2,074,381千円

となりました。各キャッシュ・フローの状況は以下のとおりです。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

 営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前当期純利益908,479千円及び減価償却費588,541千円の計上等

により、1,355,392千円の収入（前連結会計年度は817,019千円の収入）となりました。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

 投資活動によるキャッシュ・フローは、無形固定資産の取得、投資有価証券の購入等により、848,019千円の支出

（前連結会計年度は645,731千円の支出）となりました。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

 財務活動によるキャッシュ・フローは、配当金の支払等により、119,893千円の支出（前連結会計年度は85,452千円

の支出）となりました。
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２【生産、受注及び販売の状況】

（1）生産実績

 
当連結会計年度

（自 平成26年４月１日
至 平成27年３月31日）

前年同期比（％）

企業向け市場  （千円） 1,855,233 118.94

公共向け市場  （千円） 1,111,050 109.78

家庭向け市場  （千円） 359,909 99.63

     合 計 （千円） 3,326,192 113.40

 （注）１ 金額は販売価格によっております。

２ 上記金額には、消費税等は含まれておりません。

３ 当社グループは、セキュリティ事業のみの単一セグメントであるため、セグメントに係る記載は省略してお

ります。

 

（2）受注実績

 当社グループは受注生産を行っておりませんので、該当事項はありません。

（3）販売実績

 
当連結会計年度

（自 平成26年４月１日
至 平成27年３月31日）

前年同期比（％）

企業向け市場  （千円） 1,899,596 116.0

公共向け市場  （千円） 1,140,186 110.8

家庭向け市場  （千円） 362,907 100.5

     合 計 （千円） 3,402,691 112.4

 （注）１ 上記金額には、消費税等は含まれておりません。

２ 輸出販売高はありません。

３ 当社グループは、セキュリティ事業のみの単一セグメントであるため、セグメントに係る記載は省略してお

ります。

４ 主な相手先別の販売実績及び当該販売実績の総販売実績に対する割合は次のとおりであります。

相手先

前連結会計年度
（自 平成25年４月１日
至 平成26年３月31日）

当連結会計年度
（自 平成26年４月１日
至 平成27年３月31日）

金額（千円） 割合（％） 金額（千円） 割合（％）

ソフトバンク コマース＆サービス

株式会社
670,696 22.2 701,244 20.6

ダイワボウ情報システム株式会社 410,611 13.6 526,036 15.5

 （注）  ソフトバンク コマース＆サービス株式会社は平成26年４月１日付でソフトバンクＢＢ株式会社の新規分割

により設立されております。
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３【対処すべき課題】

 当社グループは、「より便利な、より快適な、より安全なインターネットライフに貢献していく」ことを企業理念とし

て、人類の大きな財産であるインターネットというツールが本来持っている有益な側面をポジティブに使いこなすための

ソフトウェアを提供してまいりました。 

 企業・公共向けでは、創業当初より企業・組織内における情報セキュリティソリューションの提供に注力してまいりま

した。昨今、特定の企業や国家機関を狙ったサイバー攻撃、シャドーIT問題、組織内部関係者による個人情報の漏えいな

ど、企業・組織が直面するリスクは巧妙化・高度化・複雑化しており、従来型の「外からの攻撃」に対するセキュリティ

対策から、「内からの情報漏えい」に対するセキュリティ対策へのシフトが加速するものと考えております。当社グルー

プは、企業・組織内におけるIT機器の主要な使用用途であるWeb閲覧、メールやファイルの作成・利用・保存に関連した

情報漏えいリスクに対して有効なセキュリティソリューションを引き続き提供してまいります。 

 また、家庭向けでは、スマートフォンやタブレット端末の普及が青少年まで進む中、残虐動画を引用したサイトや画像

の拡散など、インターネット利用に関するリスクは増大しており、家庭内でのITリテラシー教育の在り方がより重要性を

増してまいりました。このような状況を踏まえ、当社は青少年や青少年を教育する立場にある教職員および保護者の皆様

に対する啓発活動を通じて、安心かつ安全なインターネットの利用環境づくりに対する意識向上に努めてまいります。 

加速するインターネット社会において、インターネット利用者が直面するリスクはますます増大していくものと考えられ

ます。当社グループは誰もが安心してインターネットを活用できる社会を創るため“Made in Japan”ならではの品質を

追求しながら、日本はもとよりグローバルな舞台でインターネット社会に貢献してまいります。

① 既存事業の安定的・継続的成長 

 当社グループは、Webフィルタリングソフトおよび電子メールフィルタリングソフトの開発・販売を中心とした主力事

業に引き続き経営資源を投下し、製品強化・サービスの向上を図り、安定的・継続的な成長をめざしてまいります。 

② 海外展開 

 世界の情報セキュリティ市場における日本のシェアはおよそ10％前後と言われており、多くを海外市場が占めていま

す。今後更に成長が期待できる海外市場の攻略は、当社グループの重要な課題であると考えております。この重要課題に

対する取り組みの一環として、当社グループではファイル暗号化・追跡ソリューション「FinalCode」のグローバル展開

を主たる目的として、米国にFinalCode, Inc.を設立し、本格的な販売活動を開始いたしました。当面「FinalCode」の拡

販に戦略的投資を行い、“日本発グローバル標準製品”を目指してまいります。 

③ 新製品開発 

 IT技術の進歩とインターネットの急速な普及により、インターネットの利活用に関する新たな脅威が日々発生しており

ます。このような環境の中、当社グループでは、将来の市場ニーズを予測し、“世界初”となる新しいソリューションを

提供する事が重要であると考えており、市場調査・研究開発に尽力してまいります。 

④ 人材の確保と育成 

 当社グループが中長期的に成長していくためには、優秀な人材の確保と育成が重要な課題であると認識しております。

そのため当社グループでは、新卒および中途採用の両面から積極的に優秀な人材の確保を進めております。また、資格取

得支援や研修受講支援等、社員が業務に関連した専門知識や業務知識を習得し、成長できる制度を整備しており、引き続

き人材育成に努めてまいります。 

⑤ 啓発活動 

 スマートフォンが急速に普及し、社会的な問題が急増する一方で、青少年を指導・育成する立場の大人たちの多くは時

代の流れの速さに戸惑い、子どもたちがスマートフォンを利活用することで生じている危険性や問題点を理解できずにい

ます。そのような問題意識に対処するため、当社グループでは全国各地からのご要望をもとに講演活動を行い、スマート

フォンをはじめとしたモバイル端末の正しい知識の習得に役立つ情報提供を行うと共にフィルタリングの重要性を訴求し

てまいります。
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４【事業等のリスク】

 当社グループの企業活動は、世界または国内における経済環境の変化や市場の成長度合い、その他、当社グループ

が計画した事業戦略の成否によって、大きく影響を受けることが予想されます。この結果、当社グループの経営成

績、財務状況及び株価が当社グループの見込以上に大きく変動する可能性があります。当社グループの業績、財務状

況に影響を与え、株価形成の変動要因となるリスク要因は、次の通りです。なお、文中におけるリスク要因と将来に

関する記述は、本有価証券報告書提出日（平成27年６月25日）現在において、当社グループが判断したものでありま

す。

(a)主要な製品の販売を販売代理店に依存していることと、取引先の経営状態の変化によって当社グループが受ける

影響について

 当社グループ製品の大部分は、販売代理店を経由し利用者へ販売されています。従いまして、主要販売代理店の販

売状況や経営環境変化（企業のM&Aや倒産など）によって、当社グループの売上高が大きく変動する可能性がありま

す。また、こうした販売代理店は、当社グループにとって競合となる製品の取り扱いも行っています。当社グループ

は販売代理店への働きかけにより売上高の拡大に努めておりますが、競合製品の取り扱いが当社グループ製品の取り

扱いよりも先行する可能性もあります。

 また、当社グループの取引先において、主要取引先の経営状態や環境の変化（企業のM&Aや倒産など）により、当

社グループへの債務の支払いが停滞したり、その回収が不可能となった場合、当社グループの財務状況に大きく影響

を与える可能性があります。

(b)当社グループ製品の学校及び自治体などへの販売が国家予算や自治体の政策方針により影響を受けることについ

て

 当社グループ製品の国公立学校や地方自治体などに対する売上高は、本製品の導入先の性質上、国家予算の変動や

地方自治体への予算配賦状況、地方自治体における予算の消化状況などによって大きく影響を受ける可能性がありま

す。

(c)インターネットにおける法規制、NPO法人などによる無料サービスの提供、並びにオペレーティングシステムへの

無償での組み込みによって受ける影響について

  インターネットにおける法規制などが進み、政府やNPO法人によって当社グループの「Webフィルタリング」事業に

類する施策や対応が低価格あるいは無償で行われた場合、当社グループにおいて事業及び収益モデルの変更を余儀な

くされる可能性があります。 

 また将来において、当社グループが提供するWebフィルタリングソフトまたはそれに類似するものが、コンピュー

ターのオペレーティングシステム（OS）などに無償または非常に低価格で付加され販売される可能性があり、その製

品が当社グループの提供するWebフィルタリングの機能より劣っている場合でも、利用者がそうした製品を積極的に

利用する可能性があります。このような場合には当社グループの業績や財務状況に大きな影響を与える可能性があり

ます。

(d)セキュリティ事業に特化していることによる影響について

 当社グループは、インターネット上の問題あるコンテンツを遮断するWebフィルタリングソフト及び電子メールフ

ィルタリングソフトの開発・販売等を行う「セキュリティ事業」に特化しております。今後、経済環境の悪化その他

の要因により、セキュリティ市場の需要が低迷した場合等には、当社グループの業績や財務状況に大きな影響を与え

る可能性があります。
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(e)当社グループの売上高が特定製品に依存していることによる影響について

 当社グループの売上高の大部分は、企業向け、公共向けのWebフィルタリング製品「i-FILTER」が占めておりま

す。今後につきましても「i-FILTER」の売上が引き続き第一の収入源になると予測しております。当社グループが開

発・販売を行っている「i-FILTER」は、企業向け、公共向けの製品であることから、景気動向の悪化等や国家予算や

自治体の政策方針等を要因として販売が低迷した場合には、当社グループの業績や財務状況に大きな影響を与える可

能性があります。

(f)当社グループの売上高における第４四半期の割合が高いことによる影響について

 当社グループの四半期における売上高は、第４四半期が他の四半期に比べ高くなる傾向にあります。これは、民間

企業及び公共団体において、年度末である３月にIT製品の発注が行われることが多いためです。当社グループでは、

この季節変動を考慮した計画策定を行い、当該時期の売上の維持・拡大に努めておりますが、何らかの理由により当

該時期の受注を計画通りに獲得できなかった場合や、販売代理店または顧客の都合等により発注が遅れた場合には、

当社グループの業績及び財務状況に影響を及ぼす可能性があります。

(g)当社発行済株式の特定株主への集中による影響について

 平成27年３月31日現在のデジタルアーツ株式会社発行済株式数は14,133,000株（自己株式含む）であり、役員によ

る保有株式数以外の株式数は10,592,922株と比較的少数であるため、国内外の機関投資家による集中的な株式保有が

なされた場合、特定株主への株式集中によって株主数が減少し、上場廃止基準へ抵触する可能性があります。また同

様に、国内外の機関投資家によって保有株式の短期的かつ集中的な株式売却がなされた場合、株価が大きく変動する

可能性があります。

 (h)将来企業、学校、家庭などにおいてインターネットそのものの利用機会が衰退した場合の影響について

 「インターネット」は世界的にも急速に発展を遂げ、今やなくてはならない情報インフラストラクチャーでありま

す。現在、当社グループの売上の大部分がこの「インターネット」に関連した製品やサービスによって構成されてい

るため、今後「インターネット」そのものの衰退や当社グループ製品の該当市場となる“企業”、“学校”、“自治

体”、“家庭”などにおいて、「インターネット」そのものの利用機会が大きく減少した場合、当社グループの業績

や財務状況に大きな影響を与える可能性があります。

(i)知的財産（特許等）の保護の限界について

 当社グループは、独自に開発した技術やノウハウの保全に対して、国内外にてしかるべき対策を行っております

が、一部地域において法的制限によって当社グループの知的財産権が完全にまたは限定的にしか保護されない可能性

があります。このため、他社が当社グループの技術の分析や研究を実施すること、類似する製品の提供を行うことを

完全には防止できない可能性があります。さらに、当社グループは他社の知的財産権や著作権の侵害については細心

の注意を払い、製品の販売やサービスの提供を行っておりますが、将来他社から知的財産権や著作権を侵害している

と見なされる可能性があります。

(j)当社グループの技術の陳腐化や技術革新が進行し得なかった場合の影響について

 当社グループでは、現在提供している製品やサービスにおける技術や品質向上と将来の新製品、新サービスの提供

に向け、開発活動を行っております。しかしながら、将来的に当社グループが提供している製品やサービスの陳腐化

や当社グループにおける技術革新が進行しなかった場合、当社グループが提供する製品やサービスが競合他社のそれ

と比較して競争力を獲得できない可能性があります。このことが将来当社グループの業績や財務状況に対して大きな

影響となる可能性があります。

(k)当社グループが提供する製品のバグや欠陥の発生による影響について

 当社グループでは「Webフィルタリングソフト」を中心に、多くのソフトウェア製品を開発販売しております。ソ

フトウェアの開発から販売までの過程において数多くの品質チェックを行い、プログラムの動作確認には万全を期し

ておりますが、販売時には予期し得なかったソフトウェア特有のバグ（不具合）が販売後確認されることもありま

す。その場合、当社グループでは速やかに製品のアップデート（修正）プログラムを提供し対応しております。しか

しながら、こうしたバグの解決に非常に長期間を有した場合、またはバグの解決に至らなかった場合は、製品の売上

の減少や返品によって当社グループの業績や財務状況に大きな影響を与える可能性があります。
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(l)当社グループが所有する基幹システム（サーバ）のトラブルによってサービスを提供できなくなることによる影

響について

 当社グループの主要なサービスの大部分は、当社グループが管理するサーバよりURL情報等を提供する形態として

おります。当社グループではこれらのサーバを最重要基幹システムとして位置付け、サーバの二重化やデータのバッ

クアップ取得による保全策などを実行し、サービスの安定的な提供に努めております。しかしながら、サーバはハー

ドウェアであり予期せぬ動作の停止や誤作動及び重要データ（当社グループサービスの核となるURLデータベース、

顧客情報、技術情報など）の喪失などが発生し、サービスの提供を行うことができなくなる可能性があります。

 また、サーバを保管している施設の事業の停止によるサービスの停止、当社グループが利用するインターネットサ

ービスプロバイダや回線提供事業者におけるトラブル発生、ハッキングまたは重要データの盗難による情報の流出な

どによって、当社グループがサービスの提供の中断を余儀なくされた場合も同様です。当社ではプライバシーマーク

を取得し、情報セキュリティ対策、情報の流出防止等に取り組んでおりますが、これらの事象が発生し、サービスが

短期・長期に関わらず停止した場合、当社グループへの信頼が低下する恐れがあり、当社グループの業績や財務状況

に大きな影響を与える可能性があります。

(m)主要な経営陣への依存と、有能な技術者やキーパーソンの確保及び育成について

 当社グループの運営は、代表取締役社長である道具登志夫をはじめとする主要な経営陣に大きく依存しておりま

す。将来これらの経営陣において、病気やけがによる長期休暇、退職、死亡などの事態が発生した場合、当社グルー

プの業績や財務状況に大きな影響を与える可能性があります。また、当社グループの成長と成功は有能な技術者やキ

ーパーソンに大きく依存しており、これら重要な人材の確保と育成には常に取り組んでおりますが、将来こうした技

術者やキーパーソンの確保と育成ができなかった場合は、当社グループの成長、業績や財務状況に悪影響を及ぼす可

能性があります。

(n)企業の合併と買収、営業権の譲渡や獲得などによる影響について

 当社は東京証券取引所市場第１部への公開企業であり、代表取締役社長である道具登志夫が平成27年３月31日現在

の発行済株式14,133,000株（自己株式含む）のうち3,526,890株（保有する株式の割合 約25.00%、役員持株会保有

分を含む）を保有し筆頭株主となっております。しかしながら、公開企業にとって企業の買収と合併の可能性は否定

できず、将来当社グループにおいても企業全体または事業の一部や営業権について、買収、合併及び譲渡される可能

性があり、このような場合、当社グループの業績や財務状況に大きな影響を与える可能性があります。

 また、当社グループが企業買収、合併及び営業権の獲得を行った場合も同様の影響が発生する可能性があります。

 

(o)天災、災害、テロ活動、戦争、生物ウィルスなどの発生や停電による影響について

 地震や天災といった災害、国内におけるテロ活動、国内外での戦争の発生や悪性インフルエンザに代表される生物

ウィルスの蔓延などの予期せぬ事態により、当社グループの業績や事業活動が影響を受ける可能性があります。ま

た、全国的、地域的な停電や入居しているビルの事情によって電力供給が十分得られなかった場合、当社グループの

事業活動とサービスの提供が停止し、当社グループの業績や財務状況に大きな影響を与える可能性があります。
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５【経営上の重要な契約等】

 該当事項はありません。

６【研究開発活動】

 当社グループの研究開発活動は、開発部で実施しており、当社製品のユーザビリティー向上のための調査、比

較、分析を行い、現製品の改良に向けた検討を図っております。また次期事業のための製品及びサービス提供に向

けた技術調査、研究、開発を行い、製品化に向けた活動を実施しております。 

 なお、当連結会計年度における研究開発費の総額は、5,197千円となっております。

７【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

 （1）重要な会計方針及び見積り

 当社グループの連結財務諸表は、わが国において一般に公正妥当と認められている企業会計の基準に基づいて作

成されております。この連結財務諸表の作成にあたっては、当連結会計年度末における財政状態、経営成績及びキ

ャッシュ・フローの状況に影響を与えるような見積り、予測を必要としております。当社グループは、過去の実績

値や状況を踏まえ合理的と判断される前提に基づき、継続的に見積り、予測を行っております。そのため実際の結

果は、見積り特有の不確実性があるため、これらの見積りと異なる場合があります。

 (2）財政状態の分析

（資産）

 当連結会計年度における資産は、主として営業キャッシュ・フローの増加による現預金の増加、投資有価証券の

増加により、前連結会計年度に比べ875,842千円増加し、5,749,229千円となりました。

（負債）

 当連結会計年度における負債は、主として未経過保守売上による前受金の増加、未払法人税等の増加等により、

前連結会計年度末に比べ454,420千円増加し、1,451,309千円となりました。

（純資産）

 当連結会計年度における純資産は、主として当期純利益の計上による利益剰余金の増加により、前連結会計年度

末に比べ421,421千円増加し、4,297,919千円となりました。

 

 （3）経営成績の分析

 当連結会計年度における経営成績の分析は、 第２ 事業の状況  １ 業績等の概要  （１）業績をご参照

ください。

 （4）資本の財源及び資金の流動性に係る情報

 当連結会計年度におけるキャッシュ・フローの状況は、 第２ 事業の状況  １ 業績等の概要  （２）キ

ャッシュ・フローをご参照ください。

 （5）経営戦略の現状と見通し並びに経営者の問題認識と今後の方針について

 これらにつきましては、 第２ 事業の状況  ３ 対処すべき課題をご参照ください。
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第３【設備の状況】

１【設備投資等の概要】

 当連結会計年度は60,225千円の設備投資を実施いたしました。その内容は、主に各種サービスおよび各事業所で

使用するサーバ等の情報機器となります。

 また、無形固定資産への投資は主にソフトウェア開発のために512,786千円の投資を実施いたしました。

 

２【主要な設備の状況】

 セグメント情報を記載していないため、当社の主要な設備を示すと次の通りであります。

 

(1）提出会社

（平成27年３月31日現在）
 

事業所名
（所在地）

設備の内容

帳簿価額

従業員数
（名）

建物
器具及び備品
（千円）

合計
（千円）

面積（㎡） 金額（千円）

本社

(東京都千代田区)

管理・開発・

営業設備

1,596.54

（1,596.54）
51,727 71,628 123,355

179

（20）

 （注）１ 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

２ 建物の欄の（ ）内の数字は、内書きで賃借中のものであります。

３ 従業員数欄の（ ）書きは、臨時雇用者（派遣スタッフ等）の年間平均雇用人数であり外書きであります。

４ その他の事業所として北海道営業所（従業員１名）、東北営業所（同 ３名）、中部営業所（同 ８名）、

関西営業所（同 13名）、九州営業所(同 ３名)があります。

５ 提出会社の本社中には、子会社である株式会社アイキュエスに貸与中の建物を含んでおります。

(2）国内子会社

（平成27年３月31日現在）
 

会社名
事業所名
（所在地）

設備の内容

帳簿価額
従業員数
（名）器具及び備品

（千円）
合計

（千円）

株式会社アイキュエス
本社

(東京都千代田区)
管理・開発・営業設備 72 72 －

 （注）１ 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

    ２ 株式会社アイキュエスの建物はすべて提出会社から賃借しているものであります。

 

(3）在外子会社

（平成27年３月31日現在）

会社名
事業所名
（所在地）

設備の内容

帳簿価額
従業員数
（名）器具及び備品

（千円）
合計

（千円）

FinalCode,Inc.
本社

(Palo Alto,CA,USA)
管理・開発・営業設備 44 44 －

 （注） 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

３【設備の新設、除却等の計画】

(1）重要な設備の新設等

 特記すべき事項はありません。

(2）重要な設備の除却等

 特記すべき事項はありません。
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第４【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

（１）【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類 発行可能株式総数（株）

普通株式 45,036,000

計 45,036,000

 
②【発行済株式】

種類
事業年度末現在
発行数（株）

（平成27年３月31日）

提出日現在発行数（株）
（平成27年６月25日）

上場金融商品取引所
名又は登録認可金融
商品取引業協会名

内容

普通株式 14,133,000 14,133,000

 

東京証券取引所

市場第一部

 

単元株式数

100株

計 14,133,000 14,133,000 － －

（注）「提出日現在発行数」欄には、平成27年６月１日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使に

より発行された株式数は含まれておりません。
 

（２）【新株予約権等の状況】

① 旧商法第280条ノ20及び第280条ノ21の規定に基づき発行した新株予約権は次のとおりであります。

  ⅰ）平成17年６月20日定時株主総会決議

 
事業年度末現在

（平成27年３月31日）
提出日の前月末現在
（平成27年５月31日）

新株予約権の数 137個 137個

新株予約権のうち自己新株予約権の数 － －

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左

新株予約権の目的となる株式の数 41,100株（注）１ 41,100株（注）１

新株予約権の行使時の払込金額 １株につき 1,564円（注）１ 同左

新株予約権の行使期間
自 平成18年４月１日

至 平成27年６月20日
同左

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の

発行価格及び資本組入額

発行価格  1,564円（注）１

資本組入額   782円（注）１
同左

新株予約権の行使の条件 （注）２ 同左

新株予約権の譲渡に関する事項

本新株予約権の譲渡につ

いては当社取締役会の承

 認を要する。

同左

代用払込みに関する事項 － －

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 － －
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（注）１ 平成18年２月１日付で１株を３株、平成25年４月１日付で１株を100株の割合をもって株式の分割を行っ

ており、上記の表に記載の新株予約権の目的となる株式の数、払込金額、発行価格及び資本組入額が調整さ

れております。

２ 新株予約権の行使の条件

(1) 各新株予約権の一部行使はできないこととする。

(2) 新株予約権者の第三者への譲渡、質入れその他一切の処分は認めない。

(3) 新株予約権の割り当てを受けた者は、当社取締役もしくは使用人の地位を失った後も新株予約権を行使

することができる。また、新株予約権の割り当てを受けた者が死亡した場合は、相続人が新株予約権を

行使することができる。ただし、いずれの場合も新株予約権割当契約に定める条件によるものとする。

(4) その他の条件については「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。

３ 新株予約権を発行する日(以下、「発行日」という。)以降、当社が当社普通株式の分割又は併合を行う場

合には、付与株式数を次の算式により調整し(１株未満の端数は切捨て)、新株予約権の目的たる株式の総数

は、調整後付与株式数に当該時点で行使又は消却されていない新株予約権の総数を乗じた数とする。

   調整後付与株式数＝調整前付与株式数×分割・併合の比率

 また、発行日以降、当社が資本の減少、合併又は会社分割を行う場合等、付与株式数の調整を必要とする

やむを得ない事由が生じたときは、資本の減少、合併又は会社分割の条件等を勘案の上、合理的な範囲で付

与株式数を調整し、新株予約権の目的たる株式の総数は、調整後付与株式数に当該時点で行使又は消却され

ていない新株予約権の総数を乗じた数とする。

４ 各新株予約権の行使に際して払込をなすべき額は、各新株予約権の行使により発行又は移転する株式１株

当たりの払込金額(以下、「払込価額」という。)に付与株式数を乗じた金額とする。 

 払込価額は、発行日の属する月の前月の各日（取引が成立しない日を除く。）における大阪証券取引所ヘ

ラクレス市場の当社普通株式の普通取引の終値（以下、「終値」という。）の平均値の金額とし、１円未満

の端数は、これを切り上げる。ただし、当該価額が発行日の終値（当日に終値がない場合は、それに先立つ

直近日の終値とする。）を下回る場合は、発行日の終値とする。 

 なお、発行日以降、以下の事由が生じた場合は、払込価額をそれぞれ調整する。

(1) 当社が当社普通株式の分割又は併合を行う場合には、次の算式により払込価額を調整し、調整の結果生

じる１円未満の端数は、これを切り上げる。

調整後払込金額 ＝ 調整前払込価額 ×
１

分割・併合の比率

(2) 当社が時価を下回る価額で当社普通株式につき、新株式を発行又は自己株式を処分する場合(新株予約

権の行使並びに平成14年４月１日改正前旧商法第280条ノ19の規定に基づく新株引受権の行使の場合を

除く。)は、次の算式により払込価額を調整し、調整により生じる１円未満の端数は、これを切り上げ

る。

 

 

調整後

払込金額

 

 

＝

 

 

調整前

払込金額

 

 

×

既発行株式数 ＋
新規発行株式数 × １株当たり払込金額

時価

既発行株式数＋新規発行株式数

 なお、上記算式において、「既発行株式数」とは当社の発行済株式総数から当社の保有する自己株式

の総数を控除した数とし、また、自己株式を処分する場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己

株式数」に読み替えるものとする。

(3) 当社が資本の減少、合併又は会社分割を行う場合等、払込価額の調整を必要とするやむを得ない事由が

生じたときは、資本減少、合併又は会社分割の条件等を勘案の上、合理的な範囲で払込価額を調整する

ものとする。

５ 平成27年６月20日をもって権利行使期間を終了しております。
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②会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づき発行した新株予約権は次のとおりであります。

   ⅰ）平成19年６月21日定時株主総会決議

 
事業年度末現在

（平成27年３月31日）
提出日の前月末現在

（平成27年５月31日）

新株予約権の数 374個 367個

新株予約権のうち自己新株予約権の数 － －

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左

新株予約権の目的となる株式の数   37,400株（注）１   36,700株（注）１

新株予約権の行使時の払込金額 １株につき 1,497円（注）１ 同左

新株予約権の行使期間
自 平成22年５月29日
至 平成29年６月21日

同左

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の
発行価格及び資本組入額

発行価格  1,497円（注）１
資本組入額   749円（注）１

同左

新株予約権の行使の条件 （注）２ 同左

新株予約権の譲渡に関する事項
 本新株予約権の譲渡につ
  いては当社取締役会の承

     認を要する。
同左

代用払込みに関する事項 － －

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 （注）５ 同左

（注）１  平成25年４月１日付で１株を100株の割合をもって株式の分割を行っており、上記の表に記載の新株予約

権の目的となる株式の数、払込金額、発行価格及び資本組入額が調整されております。

２ 新株予約権の行使の条件

(1) 新株予約権者は、権利行使時において、当社又は当社の関係会社の役員（監査役を含む）又は使用人の

いずれかの地位にあることを要する。

(2) 新株予約権者は、権利行使時において、当該権利行使にかかる新株予約権付与の日以降、当社又は当社

の関係会社の就業規則に定める減給以上の懲戒処分を受けていないことを要する。

(3) 新株予約権の一部行使はできない。

(4) その他の条件については「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。

３ 新株予約権を発行する日(以下、「発行日」という。)以降、当社が当社普通株式の分割又は併合を行う場

合には、付与株式数を次の算式により調整し(１株未満の端数は切捨て)、新株予約権の目的たる株式の総数

は、調整後付与株式数に当該時点で行使又は消却されていない新株予約権の総数を乗じた数とする。

   調整後付与株式数＝調整前付与株式数×分割・併合の比率

 また、発行日以降、当社が資本の減少、合併又は会社分割を行う場合等、付与株式数の調整を必要とする

やむを得ない事由が生じたときは、資本の減少、合併又は会社分割の条件等を勘案の上、合理的な範囲で付

与株式数を調整し、新株予約権の目的たる株式の総数は、調整後付与株式数に当該時点で行使又は消却され

ていない新株予約権の総数を乗じた数とする。

EDINET提出書類 
デジタルアーツ株式会社(E05303) 

有価証券報告書

- 18 -



４ 各新株予約権の行使に際して払込をなすべき額は、各新株予約権の行使により発行又は移転する株式１株

当たりの払込金額(以下、「払込価額」という。)に付与株式数を乗じた金額とする。 

 払込価額は、発行日の属する月の前月の各日（取引が成立しない日を除く。）における大阪証券取引所ヘ

ラクレス市場の当社普通株式の普通取引の終値（以下、「終値」という。）の平均値の金額とし、１円未満

の端数は、これを切り上げる。ただし、当該価額が発行日の終値（当日に終値がない場合は、それに先立つ

直近日の終値とする。）を下回る場合は、発行日の終値とする。 

 なお、発行日以降、以下の事由が生じた場合は、払込価額をそれぞれ調整する。

(1) 当社が当社普通株式の分割又は併合を行う場合には、次の算式により払込価額を調整し、調整の結果生

じる１円未満の端数は、これを切り上げる。

調整後払込金額 ＝ 調整前払込価額 ×
１

分割・併合の比率

(2) 当社が時価を下回る価額で当社普通株式につき、新株式を発行又は自己株式を処分する場合(新株予約        

権の行使並びに平成14年４月１日改正前旧商法第280条ノ19の規定に基づく新株引受権の行使の場合を

除く。)は、次の算式により払込価額を調整し、調整により生じる１円未満の端数は、これを切り上げ

る。

 

 

調整後

払込金額

 

 

＝

 

 

調整前

払込金額

 

 

×

既発行株式数 ＋
新規発行株式数 × １株当たり払込金額

時価

既発行株式数＋新規発行株式数

   なお、上記の算式において、「既発行株式数」とは、当社の発行済普通株式総数から当社が保有す

る普通株式にかかる自己株式数を控除した数とし、また、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行

株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。

(3) 他の種類株式の普通株主への無償割当て、他の会社の株式の普通株主へ配当を行う場合等、行使価額の

調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、かかる割当て又は配当等の条件等を勘案の上、合

理的な範囲で行使価額を調整するものとする。

５ 当社が、合併（当社が合併により消滅する場合に限る。）、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転

（以上を総称して以下、「組織再編行為」という。）をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点

において残存する新株予約権（以下、「残存新株予約権」という。）の新株予約権者に対し、それぞれの場

合につき、会社法第236条第１項第８号イからホまでに掲げる株式会社（以下、「再編対象会社」という。)

の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は

消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会

社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契

約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。

(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数

残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。 

(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とする。 

(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件等を勘案の上、次のとおり決定する。 

募集新株予約権を割り当てる日（以下、「割当日」という。）後、当社が当社普通株式につき、組織再

編行為を行う場合には、付与株式数を次の算式により調整し、調整の結果生じる１株未満の端数は、こ

れを切り捨てるものとする。 

   調整後付与株式数 ＝ 調整前付与株式数 × 分割・併合の比率

(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、行使価額を組織再編行為の条件等を

勘案の上調整して得られる再編後払込金額に上記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である

再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。

(5) 新株予約権を行使することができる期間

別途定めた新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれ

か遅い日から、別途定めた新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。 
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(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

次のとおり決定する。 

① 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第40条

第１項に従い算出される資本金等増加限度額の２分の１の金額とし、計算の結果生じる１円未満の

端数は、これを切り上げるものとする。

② 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資

本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。

(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとす

る。 

(8) 新株予約権の取得条項

当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、当社が分割会社となる分割契約若しくは分割計画承認の議

案、又は当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案につき当社株主総会で

承認された場合（株主総会決議が不要の場合は、当社の取締役会決議又は代表執行役の決定がなされた

場合）は、取締役会が別途定める日に、当社は無償で新株予約権を取得することができる。 

 ⅱ）平成20年６月24日定時株主総会決議

 
事業年度末現在

（平成27年３月31日）
提出日の前月末現在

（平成27年５月31日）

新株予約権の数 468個 435個

新株予約権のうち自己新株予約権の数 － －

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左

新株予約権の目的となる株式の数   46,800株（注）１   43,500株（注）１

新株予約権の行使時の払込金額 １株につき785円（注）１ 同左

新株予約権の行使期間
自 平成23年５月30日
至 平成30年６月24日

同左

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の
発行価格及び資本組入額

発行価格  785円（注）１
資本組入額393円（注）１

同左

新株予約権の行使の条件 （注）２ 同左

新株予約権の譲渡に関する事項
本新株予約権の譲渡につ 
いては当社取締役会の承

    認を要する。
同左

代用払込みに関する事項 － －

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 （注）５ 同左

（注）１  平成25年４月１日付で１株を100株の割合をもって株式の分割を行っており、上記の表に記載の新株予約

権の目的となる株式の数、払込金額、発行価格及び資本組入額が調整されております。

２ 新株予約権の行使の条件

(1) 新株予約権者は、権利行使時において、当社又は当社の関係会社の役員（監査役を含む）又は使用人の

いずれかの地位にあることを要する。

(2) 新株予約権者は、権利行使時において、当該権利行使にかかる新株予約権付与の日以降、当社又は当社

の関係会社の就業規則に定める減給以上の懲戒処分を受けていないことを要する。

(3) 新株予約権の一部行使はできない。

(4) その他の条件については「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。
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３ 新株予約権を発行する日(以下、「発行日」という。)以降、当社が当社普通株式の分割又は併合を行う場

合には、付与株式数を次の算式により調整し(１株未満の端数は切捨て)、新株予約権の目的たる株式の総数

は、調整後付与株式数に当該時点で行使又は消却されていない新株予約権の総数を乗じた数とする。

   調整後付与株式数＝調整前付与株式数×分割・併合の比率

 また、発行日以降、当社が資本の減少、合併又は会社分割を行う場合等、付与株式数の調整を必要とする

やむを得ない事由が生じたときは、資本の減少、合併又は会社分割の条件等を勘案の上、合理的な範囲で付

与株式数を調整し、新株予約権の目的たる株式の総数は、調整後付与株式数に当該時点で行使又は消却され

ていない新株予約権の総数を乗じた数とする。

４ 各新株予約権の行使に際して払込をなすべき額は、各新株予約権の行使により発行又は移転する株式１株 

当たりの払込金額(以下、「払込価額」という。)に付与株式数を乗じた金額とする。 

 払込価額は、発行日の属する月の前月の各日（取引が成立しない日を除く。）における大阪証券取引所ヘ

ラクレス市場の当社普通株式の普通取引の終値（以下、「終値」という。）の平均値の金額とし、１円未満

の端数は、これを切り上げる。ただし、当該価額が発行日の終値（当日に終値がない場合は、それに先立つ

直近日の終値とする。）を下回る場合は、発行日の終値とする。 

 なお、発行日以降、以下の事由が生じた場合は、払込価額をそれぞれ調整する。

(1) 当社が当社普通株式の分割又は併合を行う場合には、次の算式により払込価額を調整し、調整の結果生

じる１円未満の端数は、これを切り上げる。

調整後払込金額 ＝ 調整前払込価額 ×
１

分割・併合の比率

(2) 当社が時価を下回る価額で当社普通株式につき、新株式を発行又は自己株式を処分する場合(新株予約        

権の行使並びに平成14年４月１日改正前旧商法第280条ノ19の規定に基づく新株引受権の行使の場合を

除く。)は、次の算式により払込価額を調整し、調整により生じる１円未満の端数は、これを切り上げ

る。

 

 

調整後

払込価額

 

 

＝

 

 

調整前

払込価額

 

 

×

既発行株式数 ＋
新規発行株式数 × １株当たり払込金額

時価

既発行株式数＋新規発行株式数

 なお、上記の算式において、「既発行株式数」とは、当社の発行済普通株式総数から当社が保有する

普通株式にかかる自己株式数を控除した数とし、また、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株

式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。

(3) 他の種類株式の普通株主への無償割当て、他の会社の株式の普通株主へ配当を行う場合等、行使価額の      

調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、かかる割当て又は配当等の条件等を勘案の上、合

理的な範囲で行使価額を調整するものとする。

５ 当社が、合併（当社が合併により消滅する場合に限る。）、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転

（以上を総称して以下、「組織再編行為」という。）をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点

において残存する新株予約権（以下、「残存新株予約権」という。）の新株予約権者に対し、それぞれの場

合につき、会社法第236条第１項第８号イからホまでに掲げる株式会社（以下、「再編対象会社」とい

う。）の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予

約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編

対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式

交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。

(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数

残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。 
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(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とする。 

(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件等を勘案の上、次のとおり決定する。 

募集新株予約権を割り当てる日（以下、「割当日」という。）後、当社が当社普通株式につき、組織再

編行為を行う場合には、付与株式数を次の算式により調整し、調整の結果生じる１株未満の端数は、こ

れを切り捨てるものとする。 

   調整後付与株式数 ＝ 調整前付与株式数 × 分割・併合の比率

(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、行使価額を組織再編行為の条件等を

勘案の上調整して得られる再編後払込金額に上記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である

再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。

(5) 新株予約権を行使することができる期間

別途定めた新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれ

か遅い日から、別途定めた新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。 

(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

次のとおり決定する。 

① 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第40条

第１項に従い算出される資本金等増加限度額の２分の１の金額とし、計算の結果生じる１円未満の

端数は、これを切り上げるものとする。

② 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資

本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。

(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとす

る。 

(8) 新株予約権の取得条項

当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、当社が分割会社となる分割契約若しくは分割計画承認の議

案、又は当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案につき当社株主総会で

承認された場合（株主総会決議が不要の場合は、当社の取締役会決議又は代表執行役の決定がなされた

場合）は、取締役会が別途定める日に、当社は無償で新株予約権を取得することができる。 

 

     ⅲ）平成21年６月24日定時株主総会決議

 
事業年度末現在

（平成27年３月31日）
提出日の前月末現在

（平成27年５月31日）

新株予約権の数 384個 326個

新株予約権のうち自己新株予約権の数 － －

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左

新株予約権の目的となる株式の数   38,400株（注）１   32,600株（注）１

新株予約権の行使時の払込金額 １株につき593円（注）１ 同左

新株予約権の行使期間
自 平成24年５月26日
至 平成31年６月24日

同左

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の
発行価格及び資本組入額

発行価格 593円（注）１
資本組入額297円（注）１

同左

新株予約権の行使の条件 （注）２ 同左

新株予約権の譲渡に関する事項
本新株予約権の譲渡につ

    いては当社取締役会の承
    認を要する。

同左

代用払込みに関する事項 － －

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 （注）５ 同左
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（注）１  平成25年４月１日付で１株を100株の割合をもって株式の分割を行っており、上記の表に記載の新株予約

権の目的となる株式の数、払込金額、発行価格及び資本組入額が調整されております。

２ 新株予約権の行使の条件

(1) 新株予約権者は、権利行使時において、当社又は当社の関係会社の役員（監査役を含む）又は使用人の

いずれかの地位にあることを要する。

(2) 新株予約権者は、権利行使時において、当該権利行使にかかる新株予約権付与の日以降、当社又は当社

の関係会社の就業規則に定める減給以上の懲戒処分を受けていないことを要する。

(3) 新株予約権の一部行使はできない。

(4) 新株予約権者が新株予約権を放棄した場合には、当該新株予約権を行使することはできない。

(5) その他の条件については「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。

３ 新株予約権を発行する日(以下、「発行日」という。)以降、当社が当社普通株式の分割又は併合を行う場

合には、付与株式数を次の算式により調整し(１株未満の端数は切捨て)、新株予約権の目的たる株式の総数

は、調整後付与株式数に当該時点で行使又は消却されていない新株予約権の総数を乗じた数とする。

   調整後付与株式数＝調整前付与株式数×分割・併合の比率

 また、発行日以降、当社が資本の減少、合併又は会社分割を行う場合等、付与株式数の調整を必要とする

やむを得ない事由が生じたときは、資本の減少、合併又は会社分割の条件等を勘案の上、合理的な範囲で付

与株式数を調整し、新株予約権の目的たる株式の総数は、調整後付与株式数に当該時点で行使又は消却され

ていない新株予約権の総数を乗じた数とする。

４ 各新株予約権の行使に際して払込をなすべき額は、各新株予約権の行使により発行又は移転する株式１株 

当たりの払込金額(以下、「払込価額」という。)に付与株式数を乗じた金額とする。 

 払込価額は、発行日の属する月の前月の各日（取引が成立しない日を除く。）における大阪証券取引所ヘ

ラクレス市場の当社普通株式の普通取引の終値（以下、「終値」という。）の平均値の金額とし、１円未満

の端数は、これを切り上げる。ただし、当該価額が発行日の終値（当日に終値がない場合は、それに先立つ

直近日の終値とする。）を下回る場合は、発行日の終値とする。 

 なお、発行日以降、以下の事由が生じた場合は、払込価額をそれぞれ調整する。

(1) 当社が当社普通株式の分割又は併合を行う場合には、次の算式により払込価額を調整し、調整の結果生

じる１円未満の端数は、これを切り上げる。

調整後払込金額 ＝ 調整前払込価額 ×
１

分割・併合の比率

(2) 当社が時価を下回る価額で当社普通株式につき、新株式を発行又は自己株式を処分する場合(新株予約        

権の行使並びに平成14年４月１日改正前旧商法第280条ノ19の規定に基づく新株引受権の行使の場合を

除く。)は、次の算式により払込価額を調整し、調整により生じる１円未満の端数は、これを切り上げ

る。

 

 

調整後

払込価額

 

 

＝

 

 

調整前

払込価額

 

 

×

既発行株式数 ＋
新規発行株式数 × １株当たり払込金額

時価

既発行株式数＋新規発行株式数

 なお、上記の算式において、「既発行株式数」とは、当社の発行済普通株式総数から当社が保有する

普通株式にかかる自己株式数を控除した数とし、また、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株

式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。

(3) 他の種類株式の普通株主への無償割当て、他の会社の株式の普通株主へ配当を行う場合等、行使価額の      

調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、かかる割当て又は配当等の条件等を勘案の上、合

理的な範囲で行使価額を調整するものとする。

５ 当社が、合併（当社が合併により消滅する場合に限る。）、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転

（以上を総称して以下、「組織再編行為」という。）をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点

において残存する新株予約権（以下、「残存新株予約権」という。）の新株予約権者に対し、それぞれの場

合につき、会社法第236条第１項第８号イからホまでに掲げる株式会社（以下、「再編対象会社」とい

う。）の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予

約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編

対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式

交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
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(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数

残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。 

(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とする。 

(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件等を勘案の上、次のとおり決定する。 

募集新株予約権を割り当てる日（以下、「割当日」という。）後、当社が当社普通株式につき、組織再

編行為を行う場合には、付与株式数を次の算式により調整し、調整の結果生じる１株未満の端数は、こ

れを切り捨てるものとする。 

   調整後付与株式数 ＝ 調整前付与株式数 × 分割・併合の比率

(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、行使価額を組織再編行為の条件等を

勘案の上調整して得られる再編後払込金額に上記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である

再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。

(5) 新株予約権を行使することができる期間

別途定めた新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれ

か遅い日から、別途定めた新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。 

(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

次のとおり決定する。 

① 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第40条

第１項に従い算出される資本金等増加限度額の２分の１の金額とし、計算の結果生じる１円未満の

端数は、これを切り上げるものとする。

② 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資

本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。

(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとす

る。 

(8) 新株予約権の取得条項

当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、当社が分割会社となる分割契約若しくは分割計画承認の議

案、又は当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案につき当社株主総会で

承認された場合（株主総会決議が不要の場合は、当社の取締役会決議又は代表執行役の決定がなされた

場合）は、取締役会が別途定める日に、当社は無償で新株予約権を取得することができる。 

 

（３）【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。

 

 

（４）【ライツプランの内容】

該当事項はありません。
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（５）【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日
発行済株式総
数増減数

（株）

発行済株式総
数残高（株）

資本金増減額
（千円）

資本金残高
（千円）

資本準備金増
減額

（千円）

資本準備金残
高（千円）

 平成22年４月１日～

 平成23年３月31日 

   （注）１

1,262 139,872 14,023 697,388 14,022 684,023

 平成23年４月１日～

 平成24年３月31日 

   （注）２

54 139,926 600 697,989 599 684,623

 平成24年４月１日～

 平成25年３月31日 

   （注）３

1,404 141,330 15,601 713,590 15,599 700,222

 平成25年４月１日 

   （注）４
13,991,670 14,133,000 ― 713,590 ― 700,222

 （注）１ 平成22年４月１日から平成23年３月31日までの間に、新株予約権(旧新株引受権)の権利行使により、発行済

株式総数が1,262株、資本金が14,023千円、資本準備金が14,022千円増加しております。

    ２ 平成23年４月１日から平成24年３月31日までの間に、新株予約権(旧新株引受権)の権利行使により、発行済

株式総数が54 株、資本金が600千円、資本準備金が599千円増加しております。

    ３ 平成24年４月１日から平成25年３月31日までの間に、新株予約権(旧新株引受権)の権利行使により、発行済

株式総数が1,404株、資本金が15,601千円、資本準備金が15,599千円増加しております。

    ４ 平成25年２月28日開催の取締役会決議により、平成25年４月１日付で普通株式１株に対し100株の割合で株

式分割を行っております。この株式分割により、株式数は13,991,670株増加し、発行済株式総数は

14,133,000株となっております。

 

（６）【所有者別状況】

平成27年３月31日現在 
 

区分 

株式の状況（１単元の株式数100株） 
単元未満株
式の状況 

（株） 
政府及び地
方公共団体 金融機関 

 金融商品 
 取引業者 

その他の法
人 

外国法人等 
個人その他 計 

個人以外 個人 

株主数（人） ― 20 30 36 49 10 7,172 7,317 ― 

所有株式数

（単元） 
― 21,249 4,846 11,079 21,284 63 82,800 141,321 900 

所有株式数の

割合（％） 
― 15.04 3.43 7.84 15.06 0.04 58.59 100.00 ― 

 （注）１．自己株式245,600株は、「個人その他」に2,456単元を含めて記載しております。
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（７）【大株主の状況】

    平成27年３月31日現在 

氏名又は名称 住所 
所有株式数
（株） 

発行済株式総数
に対する所有株
式数の割合
（％） 

道具 登志夫 東京都世田谷区 3,526,890 24.95 

ＤＡＭ株式会社 東京都世田谷区奥沢７丁目１４番５号 680,000 4.81 

ＲＢＣ ＩＳＴ ＯＭＮＩＢＵ

Ｓ ＬＥＮＤＩＮＧ ＡＣＣＯＵ

ＮＴ １５．３１５ ＰＣＴ Ｎ

ＯＮ （常任代理人 シティバン

ク銀行株式会社） 

7TH FLOOR,155 WELLINGTON STREET WEST 

TORONTO, OTARIOM,KANADA,M5V 3L3 
625,400 4.43 

日本マスタートラスト信託銀行

株式会社（信託口） 
東京都港区浜松町２丁目１１番３号 578,200 4.09 

ＭＳＩＰ ＣＬＩＥＮＴ ＳＥＣ

ＵＲＩＴＩＥＳ （常任代理人 

モルガン・スタンレーＭＵＦＧ

証券株式会社） 

25 CABOT SQUARE,CANARYWHARF,LONDON E14 

4QA,,U.K. 
556,000 3.93 

日本トラスティ・サービス信託

銀行株式会社（信託口） 
東京都中央区晴海１丁目８－１１ 349,300 2.47 

日本トラスティ・サービス信託

銀行株式会社（信託口９） 
東京都中央区晴海１丁目８－１１ 278,000 1.97 

資産管理サービス信託銀行株式

会社（証券投資信託口） 
東京都中央区晴海１丁目８－１２ 172,200 1.22 

ＤＡ株式会社 東京都世田谷区奥沢７丁目１４番５号 150,000 1.06 

ＤＭ株式会社 東京都世田谷区奥沢７丁目１４番５号 150,000 1.06 

計 － 7,065,990 50.00 

（注）１ 道具登志夫氏の所有株式数には、デジタルアーツ株式会社役員持株会における同氏の持分を含めておりま

す。

   ２ 日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口）の信託業務の株式数は、570,000株であります。

   ３ 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口）の信託業務の株式数は、277,900株であります。

   ４ 資産管理サービス信託銀行株式会社（証券投資信託口）の信託業務の株式数は、172,200株であります。

   ５ 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口９）の信託業務の株式数については、当社として把

握することができないため記載しておりません。

   ６ 上記の他、自己株式245,600株（発行済株式総数に対する所有株式数の割合1.74%）を所有しております。
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（８）【議決権の状況】

①【発行済株式】

平成27年３月31日現在
 

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容

無議決権株式 － － －

議決権制限株式（自己株式等） － － －

議決権制限株式（その他） － － －

完全議決権株式（自己株式等） 普通株式     245,600 － －

完全議決権株式（その他） 普通株式 13,886,500 138,865 －

単元未満株式 普通株式     900 － －

発行済株式総数            14,133,000 － －

総株主の議決権 － 138,865 －

 

②【自己株式等】

平成27年３月31日現在
 

所有者の氏名又
は名称

所有者の住所
自己名義所有株
式数（株）

他人名義所有株
式数（株）

所有株式数の合
計（株）

発行済株式総数に
対する所有株式数
の割合（％）

デジタルアーツ  

株式会社

東京都千代田区大手

町１丁目５番１号
245,600 － 245,600 1.74

計 － 245,600 － 245,600 1.74
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（９）【ストックオプション制度の内容】

 当社は、ストックオプション制度を採用しております。当該制度は、旧商法及び会社法に基づき新株予約権を発

行する方法によるものであります。 

 当該制度の内容は、以下のとおりであります。

① 旧商法第280条ノ20及び第280条ノ21の規定に基づく新株予約権方式によるストックオプション制度の状況

    （平成17年６月20日定時株主総会決議） 

旧商法第280条ノ20及び第280条ノ21の規定に基づき、当社並びに当社子会社の取締役、従業員に対して特

に有利な条件をもって新株予約権を発行することを、平成17年６月20日開催の定時株主総会において特別

決議されたものであります。

 決議年月日  平成17年６月20日

 付与対象者の区分及び人数
 取締役（３名）、従業員（63名） 

 子会社従業員（２名）

 新株予約権の目的となる株式の種類  「(2）新株予約権等の状況」に記載しております。

 株式の数   同上、（注）１

 新株予約権の行使時の払込金額   同上、（注）２

 新株予約権の行使期間  同上

 新株予約権の行使の条件  同上

 新株予約権の譲渡に関する事項  同上

 代用払込みに関する事項              －

 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項              －

（注）１ 新株予約権を発行する日(以下、「発行日」という。)以降、当社が当社普通株式の分割又は併合を行う場

合には、付与株式数を次の算式により調整し(１株未満の端数は切捨て)、新株予約権の目的たる株式の総数

は、調整後付与株式数に当該時点で行使又は消却されていない新株予約権の総数を乗じた数とする。

   調整後付与株式数＝調整前付与株式数×分割・併合の比率

 また、発行日以降、当社が資本の減少、合併又は会社分割を行う場合等、付与株式数の調整を必要とする

やむを得ない事由が生じたときは、資本の減少、合併又は会社分割の条件等を勘案の上、合理的な範囲で付

与株式数を調整し、新株予約権の目的たる株式の総数は、調整後付与株式数に当該時点で行使又は消却され

ていない新株予約権の総数を乗じた数とする。

２ 各新株予約権の行使に際して払込をなすべき額は、各新株予約権の行使により発行又は移転する株式１株

当たりの払込金額(以下、「払込価額」という。)に付与株式数を乗じた金額とする。 

 払込価額は、発行日の属する月の前月の各日（取引が成立しない日を除く。）における大阪証券取引所ヘ

ラクレス市場の当社普通株式の普通取引の終値（以下、「終値」という。）の平均値の金額とし、１円未満

の端数は、これを切り上げる。ただし、当該価額が発行日の終値（当日に終値がない場合は、それに先立つ

直近日の終値とする。）を下回る場合は、発行日の終値とする。 

 なお、発行日以降、以下の事由が生じた場合は、払込価額をそれぞれ調整する。

(1) 当社が当社普通株式の分割又は併合を行う場合には、次の算式により払込価額を調整し、調整の結果生

じる１円未満の端数は、これを切り上げる。

調整後払込金額 ＝ 調整前払込価額 ×
１

分割・併合の比率
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(2) 当社が時価を下回る価額で当社普通株式につき、新株式を発行又は自己株式を処分する場合(新株予約

権の行使並びに平成14年４月１日改正前旧商法第280条ノ19の規定に基づく新株引受権の行使の場合を

除く。)は、次の算式により払込価額を調整し、調整により生じる１円未満の端数は、これを切り上げ

る。

 

 

調整後

払込金額

 

 

＝

 

 

調整前

払込金額

 

 

×

既発行株式数 ＋
新規発行株式数 × １株当たり払込金額

時価

既発行株式数＋新規発行株式数

 なお、上記算式において、「既発行株式数」とは当社の発行済株式総数から当社の保有する自己株式

の総数を控除した数とし、また、自己株式を処分する場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己

株式数」に読み替えるものとする。

(3) 当社が資本の減少、合併又は会社分割を行う場合等、払込価額の調整を必要とするやむを得ない事由が

生じたときは、資本減少、合併又は会社分割の条件等を勘案の上、合理的な範囲で払込価額を調整する

ものとする。

 ② 会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づく新株予約権方式によるストックオプション制度の状況

ⅰ）（平成19年６月21日定時株主総会決議） 

会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づき、当社並びに当社子会社の取締役及び従業員に対して

特に有利な条件をもって新株予約権を発行することを、平成19年６月21日開催の定時株主総会において特

別決議されたものであります。

 決議年月日  平成19年６月21日

 付与対象者の区分及び人数
取締役（３名）、従業員（７３名） 

子会社従業員（２名）

 新株予約権の目的となる株式の種類  「（2）新株予約権等の状況」に記載しております

 株式の数   同上、（注）１

 新株予約権の行使時の払込金額   同上、（注）２

 新株予約権の行使期間   同上

 新株予約権の行使の条件   同上

 新株予約権の譲渡に関する事項   同上

 代用払込みに関する事項              －

 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項  「（2）新株予約権等の状況」に記載しております

（注）１ 平成19年６月21日開催の定時株主総会における決議の日(以下、「決議日」という。)後、当社が当社普通

株式の分割（当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ。）又は株式併合を

行う場合には、付与株式数を次の算式により調整し、調整の結果生じる１株未満の端数は、これを切り捨て

るものとする。

   調整後付与株式数＝調整前付与株式数×分割・併合の比率

 また、上記のほか、決議日後、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合理的

な範囲で付与株式数を調整する。
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２ 各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権を行使することにより交付を受けるこ

とができる株式１株当たりの払込金額（以下、「行使価額」という。）に付与株式数を乗じた金額とする。 

行使価額は、新株予約権を割り当てる日（以下、「割当日」という。）の属する月の前月の各日（取引が成

立しない日を除く。）における大阪証券取引所ヘラクレス市場の当社普通株式の普通取引の終値（以下、

「終値」という。）の平均値の金額とし、１円未満の端数は、これを切り上げる。ただし、当該価額が割当

日の終値（当日に終値がない場合は、それに先立つ直近日の終値とする。）を下回る場合は、割当日の終値

とする。 

 なお、割当日後、以下の事由が生じた場合は、行使価額をそれぞれ調整する。

(1) 当社が当社普通株式につき、株式分割又は株式併合を行う場合には、行使価額を次の算式により調整 

し、調整の結果生じる１円未満の端数は、これを切り上げるものとする。

 調整後行使価額 ＝ 調整前行使価額 ×
１

分割・併合の比率

(2) 当社が時価を下回る価額で当社普通株式につき、新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合（「商法

等の一部を改正する法律」（平成13年法律第128号）の施行前の商法第280条ノ19の規定に基づく新株引

受権の行使又は当社普通株式に転換される証券若しくは転換できる証券の転換、又は当社普通株式の交

付を請求できる新株予約権（新株予約権付社債に付されたものを含む。）の行使による場合を除く。）

には、行使価額を次の算式により調整し、調整の結果生じる１円未満の端数は、これを切り上げるもの

とする。

 

 

調整後

行使価額

 

 

＝

 

 

調整前

行使価額

 

 

×

既発行株式数 ＋
新規発行株式数 × １株当たり払込金額

時価

既発行株式数＋新規発行株式数

 なお、上記の算式において、「既発行株式数」とは、当社の発行済普通株式総数から当社が保有する

普通株式にかかる自己株式数を控除した数とし、また、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株

式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。

(3) 他の種類株式の普通株主への無償割当て、他の会社の株式の普通株主へ配当を行う場合等、行使価額の

調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、かかる割当て又は配当等の条件等を勘案の上、合

理的な範囲で行使価額を調整するものとする。

 ⅱ）（平成20年６月24日定時株主総会決議） 

会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づき、当社並びに当社子会社の取締役及び従業員に対して

特に有利な条件をもって新株予約権を発行することを、平成20年６月24日開催の定時株主総会において特

別決議されたものであります。

 決議年月日  平成20年６月24日

 付与対象者の区分及び人数
 取締役（３名）、従業員（９０名）

 子会社従業員（１名）

 新株予約権の目的となる株式の種類  「（2）新株予約権等の状況」に記載しております

 株式の数  同上、（注）１

 新株予約権の行使時の払込金額  同上、（注）２

 新株予約権の行使期間   同上

 新株予約権の行使の条件   同上

 新株予約権の譲渡に関する事項   同上

 代用払込みに関する事項              －

 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項   「（2）新株予約権等の状況」に記載しております
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（注）１ 募集新株予約権を割り当てる日(以下、「割当日」という。)後、当社が当社普通株式につき、株式分割

（当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ。）又は株式併合を行う場合に

は、付与株式数を次の算式により調整し、調整の結果生じる１株未満の端数は、これを切り捨てるものとす

る。

       調整後付与株式数＝調整前付与株式数×分割・併合の比率

 また、上記のほか、決議日後、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合理的

な範囲で付与株式数を調整する。

   ２ 各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権を行使することにより交付を受けるこ

とができる株式１株当たりの払込金額（以下、「行使価額」という。）に付与株式数を乗じた金額とする。 

行使価額は、割当日の属する月の前月の各日（取引が成立しない日を除く。）における大阪証券取引所ヘラ

クレス市場の当社普通株式の普通取引の終値（以下、「終値」という。）の平均値の金額とし、１円未満の

端数は、これを切り上げる。ただし、当該価額が割当日の終値（当日に終値がない場合は、それに先立つ直

近日の終値とする。）を下回る場合は、割当日の終値とする。 

 なお、割当日後、当社が当社普通株式につき、株式分割又は株式併合を行う場合には、行使価額を次の算

式により調整し、調整の結果生じる１円未満の端数は、これを切り上げるものとする。

 調整後行使価額 ＝ 調整前行使価額 ×
１

分割・併合の比率

 また、割当日後、当社が時価を下回る価額で当社普通株式につき、新株式の発行又は自己株式の処分を行

う場合（「商法等の一部を改正する法律」（平成13年法律第128号）の施行前の商法第280条ノ19の規定に基

づく新株引受権の行使又は当社普通株式に転換される証券若しくは転換できる証券の転換、又は当社普通株

式の交付を請求できる新株予約権（新株予約権付社債に付されたものを含む。）の行使による場合を除

く。）には、行使価額を次の算式により調整し、調整の結果生じる１円未満の端数は、これを切り上げるも

のとする。

 

 

調整後

行使価額

 

 

＝

 

 

調整前

行使価額

 

 

×

既発行株式数 ＋
新規発行株式数 × １株当たり払込金額

時価

既発行株式数＋新規発行株式数

 なお、上記の算式において、「既発行株式数」とは、当社の発行済普通株式総数から当社が保有する普通

株式にかかる自己株式数を控除した数とし、また、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を

「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。

 さらに、上記の他、割当日後、他の種類株式の普通株主への無償割当て、他の会社の株式の普通株主へ配

当を行う場合等、行使価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、かかる割当て又は配当等

の条件等を勘案の上、合理的な範囲で行使価額を調整するものとする。
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 ⅲ）（平成21年６月24日定時株主総会決議） 

会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づき、当社並びに当社子会社の取締役及び従業員に対して

特に有利な条件をもって新株予約権を発行することを、平成21年６月24日開催の定時株主総会において特

別決議されたものであります。

 決議年月日  平成21年６月24日

 付与対象者の区分及び人数  取締役（３名）、従業員（８０名）

 新株予約権の目的となる株式の種類 「（2）新株予約権等の状況」に記載しております

 株式の数 同上、（注）１

 新株予約権の行使時の払込金額 同上、（注）２

 新株予約権の行使期間 同上

 新株予約権の行使の条件 同上

 新株予約権の譲渡に関する事項 同上

 代用払込みに関する事項              －

 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 「（2）新株予約権等の状況」に記載しております

（注）１ 募集新株予約権を割り当てる日(以下、「割当日」という。)後、当社が当社普通株式につき、株式分割

（当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ。）又は株式併合を行う場合に

は、付与株式数を次の算式により調整し、調整の結果生じる１株未満の端数は、これを切り捨てるものとす

る。

       調整後付与株式数＝調整前付与株式数×分割・併合の比率

 また、上記のほか、決議日後、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合理的

な範囲で付与株式数を調整する。

   ２ 各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権を行使することにより交付を受けるこ

とができる株式１株当たりの払込金額（以下、「行使価額」という。）に付与株式数を乗じた金額とする。 

行使価額は、割当日の属する月の前月の各日（取引が成立しない日を除く。）における大阪証券取引所ヘラ

クレス市場の当社普通株式の普通取引の終値（以下、「終値」という。）の平均値の金額とし、１円未満の

端数は、これを切り上げる。ただし、当該価額が割当日の終値（当日に終値がない場合は、それに先立つ直

近日の終値とする。）を下回る場合は、割当日の終値とする。

 なお、割当日後、当社が当社普通株式につき、株式分割又は株式併合を行う場合には、行使価額を次の算

式により調整し、調整の結果生じる１円未満の端数は、これを切り上げるものとする。

 調整後行使価額 ＝ 調整前行使価額 ×
１

分割・併合の比率

 また、割当日後、当社が時価を下回る価額で当社普通株式につき、新株式の発行又は自己株式の処分を行

う場合（「商法等の一部を改正する法律」（平成13年法律第128号）の施行前の商法第280条ノ19の規定に基

づく新株引受権の行使又は当社普通株式に転換される証券若しくは転換できる証券の転換、又は当社普通株

式の交付を請求できる新株予約権（新株予約権付社債に付されたものを含む。）の行使による場合を除

く。）には、行使価額を次の算式により調整し、調整の結果生じる１円未満の端数は、これを切り上げるも

のとする。

 

 

調整後

行使価額

 

 

＝

 

 

調整前

行使価額

 

 

×

既発行株式数 ＋
新規発行株式数 × １株当たり払込金額

時価

既発行株式数＋新規発行株式数

 なお、上記の算式において、「既発行株式数」とは、当社の発行済普通株式総数から当社が保有する普通

株式にかかる自己株式数を控除した数とし、また、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を

「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。

 さらに、上記の他、割当日後、他の種類株式の普通株主への無償割当て、他の会社の株式の普通株主へ配

当を行う場合等、行使価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、かかる割当て又は配当等

の条件等を勘案の上、合理的な範囲で行使価額を調整するものとする。
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２【自己株式の取得等の状況】

【株式の種類等】 該当事項はありません。 

（１）【株主総会決議による取得の状況】
 

 該当事項はありません。

（２）【取締役会決議による取得の状況】
 
 該当事項はありません。

（３）【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】
 

 該当事項はありません。

（４）【取得自己株式の処理状況及び保有状況】

 

区分

当事業年度 当期間

株式数（株）
処分価額の総額

（円）
株式数（株）

処分価額の総額
（円）

引き受ける者の募集を行った取得自己株
式

－ － － －

消却の処分を行った取得自己株式 － － － －

合併、株式交換、会社分割に係る移転を
行った取得自己株式

－ － － －

その他
（注）

6,600 3,843,295 5,100 2,969,819

保有自己株式数 245,600 － 240,500 －

（注）当事業年度及び当期間のその他は、新株予約権の権利行使であります。

EDINET提出書類 
デジタルアーツ株式会社(E05303) 

有価証券報告書

- 33 -



３【配当政策】

 経営基盤の一層の強化と市場の急激な拡大を視野に入れたWebフィルタリングソフトの普及に備えた投資資金確保

のため、内部留保を確保しつつ安定した配当を継続して実施していくことを基本方針としております。目標配当性向

を連結当期純利益の約30％としております。 

 当社は、取締役会の決議によって、毎年９月30日を基準日として中間配当を行うことができる旨を定款に定めてお

り、次期の年間剰余金配当額は１株当たり14円（うち中間配当額７円）を予定いたしております。

 当事業年度に係る剰余金の配当は以下のとおりであります。

 決議年月日  配当金の総額（千円）  １株当たり配当額（円）

平成26年10月30日 

取締役会決議 
69,421 5

 平成27年６月24日

 定時株主総会決議
124,986 9

（注） 平成27年６月24日開催の定時株主総会決議に基づき行った期末配当の１株当たり配当額９円は、創立20周年

記念配当４円を含んでおります。

 

 

４【株価の推移】

（１）【最近５年間の事業年度別最高・最低株価】

回次 第16期 第17期 第18期 第19期 第20期

決算年月 平成23年３月 平成24年３月 平成25年３月 平成26年３月 平成27年３月

最高（円） 74,800 56,500
82,200

※810
1,795 1,342

最低（円） 38,000 39,500
32,900

※769
673 734

 （注）１  最高・最低株価は、平成22年10月11日以前は大阪証券取引所ヘラクレス、平成22年10月12日から平成24年

３月31日までは大阪証券取引所ＪＡＳＤＡＱ（スタンダード）、平成24年４月１日から平成25年３月14日ま

では東京証券取引所（市場第二部）、平成25年３月15日以降は東京証券取引所（市場第一部）におけるもの

であります。

    ２  ※印は、株式分割（平成25年４月１日、１株→100株）による権利落後の株価であります。

 

（２）【最近６月間の月別最高・最低株価】

月別 平成26年10月 11月 12月 平成27年１月 ２月 ３月

最高（円） 1,150 1,177 1,107 1,150 1,200 1,342

最低（円） 952 1,036 1,013 1,018 1,003 1,090

 （注）１  最高・最低株価は、東京証券取引所（市場第一部）におけるものであります。
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５【役員の状況】

男性７名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％） 

役名 職名 氏名 生年月日 略歴 任期 
所有株式数 

（株） 

代表取締役 

社長 
営業部長 道具 登志夫 昭和43年２月17日生 

 
平成９年10月 当社 代表取締役社長就任 

  （現任） 

平成15年10月 経営企画本部長 

平成17年３月 

平成17年11月 

株式会社アイキュエス 取締役 

同社 代表取締役社長（現任） 

平成18年12月 DAM株式会社 代表取締役社長 

（現任） 

平成23年４月 Digital Arts America,Inc. 

Director, President & CEO 

（現任） 

平成24年６月 Digital Arts Investment,Inc. 

Director（現任） 

平成25年５月 ポルキャスト・ジャパン株式会社 

代表取締役社長 

平成25年10月 DA株式会社 代表取締役社長 

（現任） 

平成25年10月 

 

平成26年４月 

 

平成26年11月 

平成27年１月 

 

DM株式会社 代表取締役社長 

（現任） 

FinalCode, Inc. Director 

President & CEO 

当社 営業部長（現任） 

FinalCode, Inc. Director 

（現任） 
 

(注) 

２ 
3,526,890 

取締役 

CTO(最高 

技術責任者) 

兼 開発部長 

高橋 則行 昭和47年11月20日生 

 
平成10年９月 当社入社 開発部 

平成12年３月 取締役開発部長 

平成12年７月 取締役開発本部長 

平成17年11月 株式会社アイキュエス 取締役 

（現任） 

平成18年11月 当社 取締役CTO（最高技術責任

者） 

平成19年10月 

 

取締役CTO（最高技術責任者） 

兼開発部長 

平成20年10月 取締役COO(最高執行責任者) 

兼開発部長 

平成24年４月 取締役COO(最高執行責任者) 

兼研究開発担当部長 

平成24年６月 Digital Arts Investment,Inc. 

Director（現任） 

平成24年10月 当社 取締役COO(最高執行責任者) 

兼研究開発部長 

平成25年４月 

 

平成25年５月 

 

平成26年４月 

 

取締役CTO（最高技術責任者） 

兼研究開発部長（現任） 

LinkBlue合同会社 代表社員 

（現任） 

当社 取締役CTO（最高技術責任

者）兼開発部長（現任） 
 

(注) 

２ 
153 
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役名 職名 氏名 生年月日 略歴 任期 

所有株式数 
（株） 

取締役 
総務人事 

部長 
大垣 憲之 昭和40年８月10日生 

 
昭和63年４月 株式会社リクルート入社 

平成８年10月 株式会社リクルート人材セン

ター 

（現 株式会社リクルートキ

ャリア）転籍 

平成15年４月 同社 事業企画部長 

平成17年４月 同社 執行役員 

平成22年７月 株式会社オープンハウス入社 

管理本部長 

平成22年12月 同社 取締役管理本部長 

平成23年９月 当社入社 管理部 

平成24年４月 総務人事部長 

平成25年６月 取締役総務人事部長 

平成25年11月 

 

平成26年７月 

取締役総務人事部長兼管理部

長 

取締役総務人事部長（現任） 
 

(注) 

２ 
397 

取締役 管理部長 赤澤 栄信 昭和50年９月12日生 

 
平成11年４月 日本生命保険相互会社 入社 

平成16年12月 新日本監査法人（現 新日本有限

責任監査法人）入所 
  
平成26年７月 当社入社 管理部長 
 
平成27年６月 取締役 管理部長（現任） 
 

(注) 

２ 
－ 

常勤監査役    － 若井 修治 昭和11年４月８日生 

 
昭和34年４月 東京電機化学工業株式会社 

（現 ＴＤＫ株式会社）入社 

昭和62年12月 ＴＤＫコア株式会社（現 クリエ

イティブ・コア株式会社） 

代表取締役社長 

平成９年６月 ＴＤＫ株式会社 監査役 

平成12年６月 当社 監査役（現任） 

平成17年３月 株式会社アイキュエス 監査役 

（現任） 
 

(注) 

３ 
1,920 

監査役    － 窪川 秀一 昭和28年２月20日生 

 
昭和51年11月 監査法人中央会計事務所入所 

（現 あらた監査法人） 

昭和61年７月 窪川公認会計士事務所（現 四谷 

パートナーズ会計事務所）開設 

代表（現任） 

平成元年２月 ソフトバンク株式会社 社外監査

役（現任） 

平成12年３月 当社 社外監査役（現任） 

平成15年５月 株式会社カスミ 社外監査役（現

任） 

平成16年６月 株式会社テイクアンドギヴ・ニー

ズ 社外監査役（現任） 

平成17年６月 共立印刷株式会社 社外監査役 

(現任） 

平成18年６月 株式会社ぱど 社外監査役(現任） 
 

(注) 

３ 
4,821
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役名 職名 氏名 生年月日 略歴 任期 

所有株式数 
（株） 

監査役    － 上杉 昌隆 昭和40年７月31日生 

 
平成７年４月 江守・川森・渥美法律事務所入所 

平成11年４月 上杉法律事務所開設 所長 

平成12年９月 アムレック法律会計事務所 

（霞が関法律会計事務所） 

パートナー弁護士 

平成15年６月 

平成27年３月 

当社 社外監査役（現任） 

桜田通り総合法律事務所 

シニアパートナー（現任） 
 

(注) 

３ 
4,821 

         計   3,540,578 

  （注）１ 監査役 窪川秀一、上杉昌隆は、社外監査役であります。

 ２ 平成27年６月24日開催の定時株主総会終結のときから１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関

する定時株主総会の終結の時までとしております。

 ３ 平成27年６月24日開催の定時株主総会終結のときから４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関

する定時株主総会の終結の時までとしております。

 ４ 所有持株数については、デジタルアーツ株式会社役員持株会における持分を含めております。

 ５ 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第2項に定める補欠監査

役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

 氏名  生年月日  略歴
 所有株式数

（株）

佐々木 公明 昭和41年３月15日生

 
平成11年８月 東京銀座法律事務所 パートナー弁護士 

平成15年５月 アムレック法律会計事務所(霞が関法 

律会計事務所) パートナー弁護士 

平成15年６月 株式会社テイクアンドギヴ・ニーズ 

社外監査役（現任） 

平成17年４月 財団法人短期大学基準協会 

  （現 一般財団法人短期大学基準協会） 

 

平成27年３月 

理事(現任) 

桜田通り総合法律事務所 

シニアパートナー（現任） 
 

－ 
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６【コーポレート・ガバナンスの状況等】

（１）【コーポレート・ガバナンスの状況】

① 企業統治の体制

イ. 企業統治の体制の概要

 当社におけるコーポレート・ガバナンスの考え方は、「迅速な意思決定とそれに付随する役割と責任の明確

化」、「社内・社外の両面からの客観的なチェック体制の維持」及び「タイムリーかつ公平なディスクロージャ

ーの徹底」であり、今後もこうした姿勢の維持・強化に努めてまいります。

 取締役会は、代表取締役１名及び取締役３名の計４名（提出日現在）で構成され、監査役の同席を得て原則と

して毎月１回開催し、経営の根幹に関わる重要な事項の意思決定を行っております。また、取締役会の前置機関

として、代表取締役、取締役、常勤監査役で構成する経営会議を毎月１回開催し、取締役会の事前審議またその

意思決定を踏まえた各経営戦略を決定しております。

 あわせて、各部課長級以上のメンバーで構成する経営報告連絡会議を毎週１回開催し、各部門の業務進捗状況

に関する報告と意思統一を図っております。これら会議体によって、各自の役割と責任を明確にし、取締役会で

の意思決定の具現化を図っております。あわせて、それぞれの業務の明確化と相互牽制を行うべく機能別に部を

設立しコーポレート・ガバナンスの維持を行っております。

 当社グループの経営組織とコーポレート・ガバナンスを維持するための概要は次図の通りです。

 

（注）経営会議は、経営報告連絡会議を含みます。
 
ロ. 企業統治の体制を採用する理由

 当社におけるコーポレート・ガバナンスの基本的方針である「迅速な意思決定とそれに付随する役割と責任の

明確化」に関しては、機能別に設立した各部により、それぞれの業務の明確化と相互牽制がなされており、経営

の根幹に関わる重要な事項を定例取締役会で討議することに加えて、臨時に発生する各種開示事項や諸施策に関

しても取締役会を取締役及び監査役出席のもと適時開催し、迅速な意思決定を可能としております。

 「社内・社外の両面からの客観的なチェック体制の維持」における社外のチェックという観点からは、常勤監

査役が各種会議体に出席する他、他の日常業務における重要書類の閲覧等に関する事項や取締役・従業員からの

聴取事項に関する報告を原則として毎月開催される監査役会において２名の社外監査役に詳細に報告しておりま

す。２名の社外監査役は、それぞれが公認会計士及び税理士、弁護士の有資格者であり、独立したそれぞれの専

門分野の立場から経営の意思決定に対する厳格なチェックを実施しております。

 なお当社は、社外監査役による独立・公正な立場で取締役の重要な業務執行に対する有効性及び効率性の検証

を行う等客観性及び中立性を確保したガバナンス体制を整えており、その上で現状の監査役の機能を有効に活用

しながら、監査役には株主からの付託を受けた実効性のある経営監視が期待できることから、当面、現状のガバ

ナンス体制を維持することとし、社外取締役の選任は予定いたしておりません。
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ハ. 業務の適正を確保するための体制

１． 当社グループの取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制 

（１）コンプライアンスを経営上の最重要課題と位置づけ、当社グループの役員及び使用人が法令及び定款を遵

守し、健全な社会規範の下にその職務を遂行するため、法令遵守に係る規程を制定し、教育や通報制度の実施等

を行い、問題発生時には当社の取締役会並びに監査役会に報告される体制整備を行う。 

（２）取締役会を原則として毎月１回開催することに加え、必要があるときは随時開催し、重要な業務執行に関

する意思決定を行うとともに、取締役の職務執行を監督する。また、取締役並びに使用人が法令・定款等を遵守

することの徹底を図るとともに、リスク管理体制の強化にも取り組み、内部統制システムの充実を図る。 

（３）内部監査部門を置き、内部監査を通じた内部統制体制を構築する。内部監査部門は経営管理・業務活動全

般を対象とする内部監査を定期的に実施し、法令・経営方針・定款、各種規程及び定められた業務プロセス等へ

の準拠状況を評価、検証し、取締役会並びに監査役会に適時報告する。 

 

２． 当社の取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制 

（１）取締役会等の重要な会議の議事録のほか、各取締役が職務権限規程に基づいて決裁した文章等、取締役の

職務の執行に係る情報は、機密文書管理規程に基づき、文書又は電磁的媒体に記録し、保存する。取締役及び監

査役は、常時、これらの文書等を閲覧できるものとする。 

（２）内部監査の実効性を確保するため、取締役の職務の執行に係る重要書類（含む電磁的媒体）の管理方法及

び保存期間を定める規程を整備し、適切に保存及び管理・破棄する。

３． 当社グループの損失の危険の管理に関する規程その他の体制 

（１）損失の危険（リスク）の管理に関する体制を整備するため、各部におけるリスク管理に関する規程の制

定、ガイドライン・マニュアル、使用人教育等の整備等を行う。 

（２）内部監査部門を設置し、内部監査部門は、定期的に業務監査実施項目及び実施方法を検討し、監査実施項

目が適切であるかどうかを確認し、必要があれば監査方法の改定を行う。

４． 当社グループの取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制 

（１）取締役の職務執行の効率性を確保するため、年度毎に事業計画を策定し、別途策定される中期経営計画と

の進捗を定期的に業績評価により検証する 

（２）通常業務遂行については、職務権限規程並びに業務分掌規程に基づき取締役会から使用人に権限の委譲を

行い、効率的な業務執行に当たる。

５．当社グループにおける業務の適正を確保するための体制 

（１）内部監査規程に基づき、当社内部監査部門による子会社内部監査を実施し、当社グループにおける内部統

制システムを確立し、子会社におけるリスクの内容、頻度、当社への影響等について適時、当社取締役会並びに

監査役会に報告を行う。 

（２）グループ各社に対し、営業成績、財務状況その他の一定の経営上の重要事項について、定期的に当社に報

告することを義務づける。

６．監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項 

監査役の職務を補助すべき使用人の設置について、監査役から要請があった場合は、速やかに適切な人員配置を

行う。

７． 監査役の職務を補助すべき使用人の取締役からの独立性及び当該使用人に対する指示の実効性確保に関す

る事項 

（１）監査役の職務を補助すべき使用人は、監査役が指示した業務については、監査役以外の者からの指揮命令

を受けない。 

（２）監査役の職務を補助すべき使用人の人事異動・人事評価等については、あらかじめ監査役の意見を聴取す

るものとする。

８．監査役への報告に関する体制 

（１）当社の取締役は、監査役の出席する取締役会等の重要な会議において随時その担当する業務の執行状況の

報告を行う。 

（２）当社グループの取締役及び使用人は、法令等の違反行為等、会社に著しい損害を及ぼす恐れのある事実に

ついては、発見次第、直ちに当社の監査役又は監査役会に対して報告を行うこととする。 

（３）当社又は当社子会社の内部通報制度の担当部署は、当社グループの役員及び使用人からの内部通報の状況

について、定期的に当社監査役に対して報告を行う。

９．監査役に報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱を受けないことを確保するための体制 

当社グループの監査役へ報告を行った当社グループの役員及び使用人に対し、当該報告をしたことを理由として

不利な取扱いを行うことを禁止し、その旨を当社グループの役員及び使用人に周知徹底する。
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10．監査役の職務の執行について生ずる費用の前払い又は償還の手続きその他の当該職務の執行について生ずる

費用又は債務の処理に係る方針に関する事項 

監査役がその職務の遂行について当社に対して会社法388条に基づく費用の前払い等の請求をしたときは、担当

部署において審議の上、当該請求に係る費用又は債務が当該監査役の職務の執行に必要でないと認められた場合

を除き、速やかにこれに応じるものとする。

11．その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制 

（１）代表取締役は、監査役会と定期的に会合を持ち、会社が対処すべき課題、監査役監査の環境整備の状況、

監査上の重要課題等について意見交換を行う。 

（２）監査役会、内部監査部門及び会計監査人は必要に応じ相互に情報及び意見の交換を行うなど連携を強め、

監査の質的向上を図る。

12．反社会的勢力排除のための体制 

反社会的勢力による不当要求に対し、組織全体として毅然とした態度で対応し、反社会的勢力とは取引関係その

他一切の関係を持たない社内体制を整備する。

ニ.リスク管理体制の整備の状況 

 当社グループは、経営上のリスク管理に関する体制を整備するため規程の制定し、基本方針・管理責任を

明確にしリスク管理体制を強化しております。

 さらに当社グループでは、法令遵守（コンプライアンス）推進のため、コンプライアンス規程を制定して

おります。法律問題への適切な対応を行うため法律事務所と顧問契約を結び、助言と指導を受ける体制を整

備しております。

 

② 内部監査及び監査役監査の状況

 当社の内部監査及び監査役監査の組織は、内部監査人２名と監査役３名で構成されております。

 内部監査につきましては、独立した組織として内部監査室を設置しております。内部監査にあたっては会計監

査人及び監査役と連携し、意見交換をしたうえで年度計画を策定し、監査を実施しております。監査結果につい

ては報告書を作成し、逐次代表取締役に報告するほか、監査役へも報告しております。

 常勤監査役若井修治氏は、ＴＤＫ株式会社において長年経理財務業務に携った経験をもっており、財務および

会計に関する相当程度の知見を有しております。

 監査役窪川秀一氏は公認会計士及び税理士、監査役上杉昌隆氏は弁護士であります。

 

③ 会計監査の状況

 当社グループは、会社法および金融商品取引法に基づく会計監査業務について、三優監査法人と監査契約を締

結しております。会計監査業務を執行した公認会計士は、岩田亘人、熊谷康司の２氏であり、当該業務に係る補

助者は、公認会計士３名、公認会計士試験合格者３名を主たる構成員としております。

 

④ 社外監査役

  当社の社外監査役は２名であります。

 社外監査役である窪川秀一は、当社株式4,821株を保有しておりますが、当社との間にその他の特別な利害

関係はありません。また、同氏は四谷パートナーズ会計事務所の代表でありますが、当社と四谷パートナーズ

会計事務所との間に特別な利害関係はありません。

 社外監査役である上杉昌隆は、当社株式4,821株を保有しておりますが、当社との間にその他の特別な利害

関係はありません。また、同氏は桜田通り総合法律事務所のパートナー弁護士でありますが、当社と桜田通り

総合法律事務所との間に特別な利害関係はありません。

 当社は、経営監視機能の客観性及び中立性を確保するため、社外監査役を選任しております。社外監査役に関

して、独立性に関する基準または方針は定めておりませんが、選任にあたっては東京証券取引所の独立役員に関

する判断基準を参考にしております。社外監査役は、独立性の高い立場から保有する専門的見地に基づき取締役

の業務執行の適法性、適正性を監査する機能を有しております。

 社外監査役は社内監査役とともに、内部監査人が定期的に実施する内部監査結果の内、重要な事象・リスク要

因については、詳細な報告を受けております。

 また、四半期決算及び本決算に関わる会計監査人監査において、監査役が業務を執行した公認会計士及び監査

業務に関わる補助者から監査状況における詳細な報告を受けております。内部監査人は、必要に応じて取締役会

を通じて社外監査役に対して内部統制等の状況について報告しております。

EDINET提出書類 
デジタルアーツ株式会社(E05303) 

有価証券報告書

- 40 -



 なお、当社は社外取締役を選任しておりません。当社は、社外監査役による独立・公正な立場で取締役の重要

な業務執行に対する有効性及び効率性の検証を行う等、客観性及び中立性を確保したガバナンス体制を整えてお

り、その上で現状の監査役の機能を有効に活用しながら、監査役には株主からの付託を受けた実効性のある経営

監視が期待できることから、当面、現状のガバナンス体制を維持することとし、社外取締役の選任は予定いたし

ておりません。

 

⑤ 役員報酬の内容

イ. 提出会社の役員区分ごとに報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数

 

   役員区分

 

 報酬等の総額

  （千円）

  報酬等の種類別の総額（千円）
 対象となる

 役員の員数

（人）
  基本報酬

 ストック

 オプション

 取締役     34,517     34,300      217     5

 監査役

（社外監査役を除く）
     6,000      6,000       －     1

 社外役員      4,800      4,800       －     2

 

ロ.提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等

連結報酬等の総額が１億円以上であるものが存在しないため、記載しておりません。

 

 ハ. 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの

   総額（千円）
 対象となる役員の員数

     （人）
内  容

       55,558 4 業務の対価としての給与であります。

 

 ニ. 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針（提出日現在）

Ⅰ.取締役

 基本報酬については、取締役会により決定しております。

 株主総会で承認された報酬枠の範囲内において、業績貢献や業務執行状況を勘案して決定しております。

 報酬限度額は、平成18年６月28日及び平成25年６月24日の株主総会決議により年額400,000千円と定めて

おり、その内訳は基本報酬100,000千円、ストック・オプション200,000千円、株式報酬型ストック・オプシ

ョン100,000千円となります。

 ストック・オプションについては、株主総会の委任を受けた取締役会において決定しております。

 株式報酬型ストック・オプション制度の導入については、平成25年６月24日の株主総会において決議いた

だいております。なお、その報酬額は株主総会の委任を受けた取締役会において決定いたします。

Ⅱ. 監査役

 基本報酬については、監査役の協議により決定しております。

 基本報酬は、職務や権限を考慮し業績との連動を行わず定額報酬のみとし、その報酬限度額は、平成12年

３月14日の臨時株主総会決議により年額100,000千円と定めております。

 監査役（社外監査役を除く）に対し、企業価値向上を目指す貢献意欲を一層高めることを目的として、報

酬型ストック・オプション制度の導入を平成25年６月24日の株主総会において決議いただいております。

 なお、株式報酬型ストック・オプションは年額50,000千円を上限とし、その報酬額は株主総会の委任を受

けた取締役会において決定いたします。

 

⑥ 取締役の定数

 当社の取締役は６名以内とする旨を定款に定めております。
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⑦ 取締役選任の決議要件

 当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株

主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨を定款に定めております。なお、当社は取締役の選任決議は累

積投票によらない旨も定款で定めております。

 また、取締役の解任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主が出席

し、その議決権の過半数をもって行なう事としております。

 

⑧ 自己株式の取得決議機関

 当社は、機動的な資本政策を遂行できるよう、会社法第165条第２項の規定により、取締役会の決議によって

自己の株式を取得することができる旨を定款に定めております。

 

⑨ 中間配当金

 当社は、会社法第454条第５項の規定により、取締役会の決議によって毎年９月30日を基準日として、中間配

当を行うことができる旨定款に定めております。これは、株主への機動的な利益還元を可能にするためでありま

す。

 

⑩ 責任限定契約の内容と概要

 当社と社外監査役は、会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契

約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令の定める金額としております。なお、

当該責任限定が認められるのは社外監査役が責任の原因となった職務の遂行について善意でかつ重大な過失がな

いときに限られます。

 

⑪ 取締役の責任免除

 当社は、取締役の責任を合理的な範囲にとどめるため、当社の取締役（取締役であった者を含む。）の会社法

第423条第１項の責任につき、善意でかつ重大な過失がない場合は、取締役会の決議によって、法令の定める限

度額の範囲内で、その責任を免除することができる旨を定款に定めております。

 

⑫ 監査役の責任免除

 当社は、監査役の責任を合理的な範囲にとどめるため、当社の監査役（監査役であった者も含む。）の会社法

第423条第１項の責任につき、善意でかつ重大な過失がない場合は、取締役会の決議によって、法令の定める限

度額の範囲内で、その責任を免除することができる旨を定款に定めております。

 

⑬ 株主総会の特別決議要件

 当社は、会社法第309条第２項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株

主の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権の３分の２以上をもって行う旨を定款に定めております。

これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的と

するものであります。

 

⑭ 株式の保有状況

 該当事項はありません。
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（２）【監査報酬の内容等】

①【監査公認会計士等に対する報酬の内容】

区分

前連結会計年度 当連結会計年度

監査証明業務に基づく
報酬（千円）

非監査業務に基づく報
酬（千円）

監査証明業務に基づく
報酬（千円）

非監査業務に基づく報
酬（千円）

提出会社 19,500 900 19,500 －

連結子会社 － － － －

計 19,500 900 19,500 －

 

②【その他重要な報酬の内容】

（前連結会計年度）

該当事項はございません。

 

（当連結会計年度）

該当事項はございません。

 

③【監査公認会計士等の提出会社に対する非監査業務の内容】

（前連結会計年度）

当社が監査公認会計士等に対して報酬を支払っている非監査業務の内容は、商用系システムの評価に関する助言

業務であります。

 

（当連結会計年度）

該当事項はございません。

 

④【監査報酬の決定方針】

 当社の監査公認会計士等に関する監査報酬の決定方針としましては、監査業務のみを依頼しており監査報酬は

その監査日数、当社の事業規模・業務の特性等の要素を勘案して適切に決定しております。
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第５【経理の状況】

１ 連結財務諸表及び財務諸表の作成方法について 

(1）当社の連結財務諸表は、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和51年大蔵省令第28号）

に基づいて作成しております。

 

(2）当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号）に基づ

いて作成しております。

 

 また、当社は、特例財務諸表提出会社に該当し、財務諸表等規則第127条の規定により財務諸表を作成しておりま

す。 

 

２ 監査証明について 

 当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、連結会計年度（平成26年４月１日から平成27年３月

31日まで）の連結財務諸表及び事業年度（平成26年４月１日から平成27年３月31日まで）の財務諸表について、三優

監査法人により監査を受けております。 

３ 連結財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組みについて 

 当社は、連結財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組みを行っております。具体的には、会計基準等の内

容を適切に把握し、連結財務諸表の適正性を確保できる体制を整備するため、公益財団法人財務会計基準機構へ加入

し、情報収集に努めております。

 また、同基準機構の行うセミナー等に積極的に参加しております。
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１【連結財務諸表等】

（１）【連結財務諸表】

①【連結貸借対照表】

    (単位：千円) 

  前連結会計年度 
(平成26年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成27年３月31日) 

資産の部    

流動資産    

現金及び預金 2,155,787 2,673,533 

売掛金 814,636 932,503 

有価証券 401,458 300,872 

製品 6,770 928 

繰延税金資産 60,726 67,182 

その他 58,135 102,958 

流動資産合計 3,497,513 4,077,978 

固定資産    

有形固定資産    

建物 118,106 123,803 

減価償却累計額 △50,684 △66,559 

建物（純額） 67,421 57,243 

車両運搬具 5,961 5,961 

減価償却累計額 △5,960 △5,961 

車両運搬具（純額） 0 0 

工具、器具及び備品 241,113 274,786 

減価償却累計額 △181,206 △201,038 

工具、器具及び備品（純額） 59,907 73,748 

建設仮勘定 － 14,125 

有形固定資産合計 127,329 145,117 

無形固定資産    

ソフトウエア 755,168 810,653 

その他 133,285 125,021 

無形固定資産合計 888,453 935,674 

投資その他の資産    

投資有価証券 － 299,559 

長期貸付金 61,728 － 

繰延税金資産 64,868 62,565 

関係会社株式 ※１ 62,709 ※１ 57,905 

その他 170,783 170,428 

投資その他の資産合計 360,090 590,459 

固定資産合計 1,375,873 1,671,251 

資産合計 4,873,387 5,749,229 
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    (単位：千円) 

 
前連結会計年度 

(平成26年３月31日) 
当連結会計年度 

(平成27年３月31日) 

負債の部    

流動負債    

買掛金 6,911 3,720 

未払法人税等 181,574 266,542 

賞与引当金 99,398 96,743 

前受金 476,397 675,395 

資産除去債務 － 261 

繰延税金負債 － 2,263 

その他 190,138 363,797 

流動負債合計 954,420 1,408,722 

固定負債    

資産除去債務 41,933 42,132 

その他 535 455 

固定負債合計 42,468 42,587 

負債合計 996,888 1,451,309 

純資産の部    

株主資本    

資本金 713,590 713,590 

資本剰余金 732,237 735,847 

利益剰余金 2,490,168 2,896,517 

自己株式 △146,860 △143,017 

株主資本合計 3,789,135 4,202,938 

その他の包括利益累計額    

為替換算調整勘定 － 10,504 

その他の包括利益累計額合計 － 10,504 

新株予約権 87,362 84,477 

純資産合計 3,876,498 4,297,919 

負債純資産合計 4,873,387 5,749,229 
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②【連結損益計算書及び連結包括利益計算書】

【連結損益計算書】

    (単位：千円) 

 
前連結会計年度 

(自 平成25年４月１日 
 至 平成26年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成26年４月１日 
 至 平成27年３月31日) 

売上高 3,027,296 3,402,691 

売上原価 878,030 974,644 

売上総利益 2,149,266 2,428,046 

販売費及び一般管理費 ※１,※２ 1,496,148 ※１,※２ 1,562,962 

営業利益 653,117 865,084 

営業外収益    

受取利息 2,773 2,459 

受取手数料 293 273 

為替差益 3,278 41,359 

未払配当金除斥益 950 1,058 

雑収入 10 163 

営業外収益合計 7,305 45,315 

営業外費用    

支払利息 － 131 

株式交付費 665 － 

消費税等差額 151 － 

営業外費用合計 817 131 

経常利益 659,606 910,268 

特別利益    

新株予約権戻入益 7,582 153 

特別利益合計 7,582 153 

特別損失    

固定資産除却損 ※３ 28 ※３ 43 

子会社清算損 － 1,898 

特別損失合計 28 1,941 

税金等調整前当期純利益 667,161 908,479 

法人税、住民税及び事業税 311,479 379,076 

法人税等調整額 △43,870 △1,889 

法人税等合計 267,609 377,186 

少数株主損益調整前当期純利益 399,551 531,292 

当期純利益 399,551 531,292 
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【連結包括利益計算書】

    （単位：千円） 

 
前連結会計年度 

(自 平成25年４月１日 
 至 平成26年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成26年４月１日 
 至 平成27年３月31日) 

少数株主損益調整前当期純利益 399,551 531,292 

その他の包括利益    

為替換算調整勘定 － 10,504 

その他の包括利益合計 － ※１ 10,504 

包括利益 399,551 541,796 

（内訳）    

親会社株主に係る包括利益 399,551 541,796 

 

EDINET提出書類 
デジタルアーツ株式会社(E05303) 

有価証券報告書

- 48 -



③【連結株主資本等変動計算書】

前連結会計年度（自平成25年４月１日 至平成26年３月31日）

          (単位：千円) 

  株主資本 
新株予約権 純資産合計 

  資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計 

当期首残高 713,590 700,222 2,215,241 △180,518 3,448,536 119,695 3,568,231 

当期変動額              

剰余金の配当     △124,624   △124,624   △124,624 

当期純利益     399,551   399,551   399,551 

自己株式の処分   32,014   33,657 65,672   65,672 

株主資本以外の項目の当期
変動額（純額）           △32,332 △32,332 

当期変動額合計 - 32,014 274,927 33,657 340,599 △32,332 308,266 

当期末残高 713,590 732,237 2,490,168 △146,860 3,789,135 87,362 3,876,498 

 

当連結会計年度（自平成26年４月１日 至平成27年３月31日）

              (単位：千円) 

  株主資本 その他の包括 
利益累計額 

新株予約権 純資産合計 
  資本金 

資本 
剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計 

為替換算
調整勘定 

その他の 
包括利益 

累計額合計 

当期首残高 713,590 732,237 2,490,168 △146,860 3,789,135 － － 87,362 3,876,498 

当期変動額                   

剰余金の配当     △124,944   △124,944       △124,944 

当期純利益     531,292   531,292       531,292 

自己株式の処分   3,610   3,843 7,453       7,453 

株主資本以外の項目の当期
変動額（純額）           10,504 10,504 △2,885 7,619 

当期変動額合計 － 3,610 406,348 3,843 413,802 10,504 10,504 △2,885 421,421 

当期末残高 713,590 735,847 2,896,517 △143,017 4,202,938 10,504 10,504 84,477 4,297,919 
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④【連結キャッシュ・フロー計算書】

    (単位：千円) 

 
前連結会計年度 

(自 平成25年４月１日 
 至 平成26年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成26年４月１日 
 至 平成27年３月31日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー    

税金等調整前当期純利益 667,161 908,479 

減価償却費 488,820 588,541 

株式報酬費用 2,019 327 

賞与引当金の増減額（△は減少） 22,698 △2,655 

受取利息 △2,773 △2,459 

為替差損益（△は益） △5,371 △34,120 

支払利息 － 131 

株式交付費 665 － 

新株予約権戻入益 △7,582 △153 

固定資産除却損 28 43 

子会社清算損益（△は益） － 1,898 

売上債権の増減額（△は増加） 26,514 81,130 

たな卸資産の増減額（△は増加） 1,131 5,545 

仕入債務の増減額（△は減少） 4,732 △3,191 

未払金の増減額（△は減少） △76,685 47,424 

その他の流動資産の増減額（△は増加） △2,054 △15,051 

その他の流動負債の増減額（△は減少） △18,239 96,775 

その他 3,828 4,575 

小計 1,104,893 1,677,241 

利息及び配当金の受取額 2,308 1,628 

利息の支払額 － △131 

法人税等の支払額 △290,181 △323,345 

営業活動によるキャッシュ・フロー 817,019 1,355,392 

投資活動によるキャッシュ・フロー    

定期預金の増減額（△は増加） － △300,024 

有形固定資産の取得による支出 △43,058 △35,617 

無形固定資産の取得による支出 △540,332 △512,786 

投資有価証券の取得による支出 － △299,505 

有価証券の償還による収入 － 300,000 

貸付けによる支出 △56,400 － 

子会社株式の取得による支出 △5,940 － 

その他 － △85 

投資活動によるキャッシュ・フロー △645,731 △848,019 

財務活動によるキャッシュ・フロー    

自己株式の処分による収入 38,236 4,393 

配当金の支払額 △123,689 △124,287 

財務活動によるキャッシュ・フロー △85,452 △119,893 

現金及び現金同等物に係る換算差額 － 30,287 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 85,836 417,767 

現金及び現金同等物の期首残高 1,570,777 1,656,613 

現金及び現金同等物の期末残高 ※１ 1,656,613 ※１ 2,074,381 
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【注記事項】

（継続企業の前提に関する事項）

      該当事項はありません。
 

（連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項）

１．連結の範囲に関する事項

(1）連結子会社の数  2社

連結子会社の名称

株式会社アイキュエス

FinalCode,Inc.

上記のうち、FinalCode,Inc.については、当連結会計年度において新たに設立したため、連結の範囲に含め

ております。 

(2）非連結子会社の名称等

非連結子会社

Digital Arts America, Inc.

Digital Arts Europe Ltd

Digital Arts Investment, Inc.

ポルキャスト・ジャパン株式会社

（連結の範囲から除いた理由）

  非連結子会社は、いずれも小規模であり、合計の総資産、売上高、当期純損益及び利益剰余金等は、いずれも

連結財務諸表に重要な影響を及ぼしていないためであります。

２．持分法の適用に関する事項 

(1）持分法適用の非連結子会社の数  －社 

(2）持分法を適用しない非連結子会社の名称等

非連結子会社

Digital Arts America, Inc.

Digital Arts Europe Ltd

Digital Arts Investment, Inc.

ポルキャスト・ジャパン株式会社

（持分法を適用しない理由）

  非連結子会社は、それぞれ当期純損益及び利益剰余金等に及ぼす影響が軽微であり、かつ、全体としても重要

性がないためであります。

３．連結子会社の事業年度等に関する事項

  すべての連結子会社の事業年度の末日は、連結決算日と一致しております。

４．会計処理基準に関する事項

(1）重要な資産の評価基準及び評価方法

  イ  有価証券

    (イ）満期保有目的の債券

 償却原価法（定額法）を採用しております。

(ロ）子会社株式

 移動平均法による原価法を採用しております。

(ハ）その他有価証券

   時価のないもの

 移動平均法による原価法を採用しております。

ロ  たな卸資産

   (イ）製品

    総平均法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切り下げの方法により算定）を採

用しております。

(2）重要な減価償却資産の減価償却の方法

イ 有形固定資産

定率法によっております。

なお、耐用年数及び残存価額については、法人税法に規定する方法と同一の基準によっております。

       ロ 無形固定資産

定額法によっております。

 なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間（５年）に基づく定額法、また、

市場販売目的のソフトウェアについては、見込販売数量（または収益）に基づく方法または残存有効期間

（３年） によっております。
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       ハ 長期前払費用

      定額法によっております。 

      なお、償却期間については、法人税法に規定する方法と同一の基準によっております。

 (3）重要な引当金の計上基準

       イ 賞与引当金

     従業員賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当連結会計年度に負担すべき金額を計上しておりま

す。

(4）重要な外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算の基準

 外貨建金銭債権債務は、連結決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理して

おります。なお、在外子会社等の資産及び負債は、連結決算日の直物為替相場により円貨に換算し、収益及

び費用は期中平均相場により円貨に換算し、換算差額は純資産の部における為替換算調整勘定に含めて計上

しております。

(5）連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲

      連結キャッシュ・フロー計算書における資金（現金及び現金同等物）は手許現金、随時引き出し可能な預

金及び容易に換金可能であり、かつ、価値変動について僅少なリスクしか負わない取得日から３ヶ月以内に

償還期限が到来する短期投資からなっております。

(6）その他連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

イ 消費税等の処理方法

 消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっており、控除対象外消費税及び地方消費税は、当連

結会計年度の費用として処理しております。
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（連結貸借対照表関係）

※１ 非連結子会社に対するものは、次のとおりであります。

 
前連結会計年度

（平成26年３月31日）
当連結会計年度

（平成27年３月31日）

関係会社株式 62,709千円 57,905千円

 

（連結損益計算書関係）

※１ 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は次のとおりであります。

 
 前連結会計年度 

（自 平成25年４月１日 
  至 平成26年３月31日） 

 当連結会計年度 
（自 平成26年４月１日 

  至 平成27年３月31日） 

広告宣伝費 178,649千円 158,220千円 

給与手当 488,510 491,276 

賞与引当金繰入額 62,688 44,119 

支払手数料 87,809 71,537 

 

※２ 一般管理費に含まれる研究開発費の総額

 前連結会計年度 
（自 平成25年４月１日 

  至 平成26年３月31日） 

 当連結会計年度 
（自 平成26年４月１日 

  至 平成27年３月31日） 

8,074千円 5,197千円 

 

※３ 固定資産除却損の内容は次のとおりであります。

前連結会計年度
（自 平成25年４月１日
至 平成26年３月31日）

当連結会計年度
（自 平成26年４月１日
至 平成27年３月31日）

工具、器具及び備品 28千円   43千円

 

 

（連結包括利益計算書関係）

※１ その他の包括利益に係る組替調整額及び税効果額

 
 
 

前連結会計年度
（自  平成25年４月１日
至  平成26年３月31日）

当連結会計年度
（自  平成26年４月１日
至  平成27年３月31日）

為替換算調整勘定：      

当期発生額 ―  10,504 千円

その他の包括利益合計 ―  10,504 千円
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（連結株主資本等変動計算書関係）

前連結会計年度（自平成25年４月１日 至平成26年３月31日）

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

 
当連結会計年度期
首株式数（株）

当連結会計年度増
加株式数（株）

当連結会計年度減
少株式数（株）

当連結会計年度末
株式数（株）

発行済株式        

普通株式（注）１ 141,330 13,991,670 ― 14,133,000

合計 141,330 13,991,670 ― 14,133,000

自己株式        

普通株式（注）２、３ 3,100 306,900 57,800 252,200

合計 3,100 306,900 57,800 252,200

 
 （注）１．普通株式の発行済株式数の増加13,991,670株は、平成25年４月１日を効力発生日とした普通株式１株につき

100株の株式分割による増加であります。

２．普通株式の自己株式の株式数の増加306,900株は、平成25年４月１日を効力発生日とした普通株式１株につき

100株の株式分割による増加であります。

３．普通株式の自己株式の株式数の減少57,800株は、ストック・オプションの行使による減少であります。

 

２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項

区分 新株予約権の内訳 

新株予約権の 

目的となる 

株式の種類 

 

新株予約権の目的となる株式の数（株） 

 

 

当連結会計 

年度末残高 

（千円） 
当連結会計

年度期首 

当連結会計年度

増加 

当連結会計年度

減少 

当連結会計

年度末 

提出会社

（親会社） 

ストック・オプシ

ョンとしての新株

予約権 

― ― ― ― ― 87,362 

合計 ― ― ― ― ― 87,362 

 

３．配当に関する事項 

 （1）配当金支払額

        決  議  株式の種類 
配当金の総

額（千円） 

１株当たり 

配当額 

（円） 

  基準日   効力発生日  

平成25年６月24日 

定時株主総会 
 普通株式 69,115 500  平成25年３月31日  平成25年６月25日  

平成25年10月30日 

取締役会 
 普通株式 55,509 4  平成25年９月30日  平成25年11月25日  

  （注）  平成25年３月31日を基準日とする配当の総額及び１株当たり配当額は、東京証券取引所一部指定記念配当の

総額27,646千円、１株当たり200円を含むものであります。なお、当社は平成25年２月28日開催の当社取締役

会の決議に基づき、平成25年４月１日付で１株につき100株の株式分割をおこなっており、平成25年３月31日

を基準日とする１株当たり配当額については、当該分割前の実際の配当額を記載しております。
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 （2）基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの

        決  議  株式の種類 
配当金の総

額（千円） 
 配当の原資 

１株当たり 

配当額 

（円） 

  基準日   効力発生日 

平成26年６月24日 

定時株主総会 
 普通株式 55,523  利益剰余金 4  平成26年３月31日  平成26年６月25日 

 

当連結会計年度（自平成26年４月１日 至平成27年３月31日）

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

 
当連結会計年度期
首株式数（株）

当連結会計年度増
加株式数（株）

当連結会計年度減
少株式数（株）

当連結会計年度末
株式数（株）

発行済株式        

普通株式 14,133,000 － － 14,133,000

合計 14,133,000 － － 14,133,000

自己株式        

普通株式（注） 252,200 － 6,600 245,600

合計 252,200 － 6,600 245,600

 
    （注）普通株式の自己株式の株式数の減少6,600株は、ストック・オプションの行使による減少であります。

 

２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項

区分 新株予約権の内訳 

新株予約権の 

目的となる 

株式の種類 

 

新株予約権の目的となる株式の数（株） 

 

 

当連結会計 

年度末残高 

（千円） 
当連結会計

年度期首 

当連結会計年度

増加 

当連結会計年度

減少 

当連結会計

年度末 

提出会社

（親会社） 

ストック・オプシ

ョンとしての新株

予約権 

― ― ― ― ― 84,477 

合計 ― ― ― ― ― 84,477 
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３．配当に関する事項

 （1）配当金支払額

        決  議  株式の種類 
配当金の総

額（千円） 

１株当たり 

配当額 

（円） 

  基準日   効力発生日  

平成26年６月24日 

定時株主総会 
 普通株式 55,523 4  平成26年３月31日  平成26年６月25日  

平成26年10月30日 

取締役会 
 普通株式 69,421 5  平成26年９月30日  平成26年12月８日  

 

 

 （2）基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの

        決  議  株式の種類 
配当金の総

額（千円） 
 配当の原資 

１株当たり 

配当額 

（円） 

  基準日   効力発生日 

平成27年６月24日 

定時株主総会 
 普通株式 124,986  利益剰余金 9  平成27年３月31日  平成27年６月25日 

  （注）  平成27年３月31日を基準日とする配当の総額及び１株当たり配当額は、創立20周年記念配当の総額55,549千

円、１株当たり４円を含むものであります。

EDINET提出書類 
デジタルアーツ株式会社(E05303) 

有価証券報告書

- 56 -



（連結キャッシュ・フロー計算書関係）

※１ 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係

 
 
 

前連結会計年度
（自  平成25年４月１日
至  平成26年３月31日）

当連結会計年度
（自  平成26年４月１日
至  平成27年３月31日）

現金及び預金勘定 2,155,787 千円 2,673,533 千円

預入期間が３か月を

超える定期預金
△600,000  △900,024 

有価証券 100,826  300,872 

現金及び現金同等物 1,656,613  2,074,381 

 

 ２ 重要な非資金取引の内容

前連結会計年度（自平成25年４月１日 至平成26年３月31日）

 当連結会計年度における重要な資産除去債務の計上額は10,141千円であります。

 

当連結会計年度（自平成26年４月１日 至平成27年３月31日）

長期貸付金の代物弁済による固定資産の取得

 
 
 

前連結会計年度
（自  平成25年４月１日
至  平成26年３月31日）

当連結会計年度
（自  平成26年４月１日
至  平成27年３月31日）

ソフトウエア仮勘定 ― 千円 77,571 千円

計 ―  77,571 

 

 

（リース取引関係）

  該当事項はありません。

 

（金融商品関係）

１．金融商品の状況に関する事項

（1）金融商品に対する取組方針

当社グループは、資金運用については短期的な預金等を中心として、安全性の高い国債等で運用しており

ます。

 

（2）金融商品の内容及びそのリスク

営業債権である売掛金は、顧客の信用リスクにさらされております。

有価証券及び投資有価証券は短期運用の投資信託、国債及び譲渡性預金であり、市場価格の変動リスクに

さらされております。

 

（3）金融商品に係るリスク管理体制

①信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理

 当社は、与信管理規程に従い、営業債権について、当社営業管理課及び管理部が主要な取引先の状況を

定期的にモニタリングし、取引相手ごとに期日及び残高を管理するとともに、財務状況等の悪化等による

回収懸念の早期把握や軽減を図っております。連結子会社についても、当社の与信管理規程に準じて、同

様の管理を行っております。

 短期運用についても、銀行預金や高い格付けのファンドのみを行っており、信用リスクを可能な限り 

回避しております。

②市場リスク（金利等の変動リスク）の管理

 当社グループの資金需要を予測しながら資金運用ポートフォリオを決定しており、可能な限り市場リス

クを回避しております。

③資金調達に係る流動性リスク（支払期日に支払いを実行できなくなるリスク）の管理

 当社は、管理部が適時に資金計画を作成するなどの方法で、流動性リスクを管理しております。

 

（4）金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価額がない場合には合理的に算定された価額が

含まれております。当該価額の算定においては変動要因を折り込んでいるため、異なる前提条件を採用する

ことにより、当該価額が変動することがあります。
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２．金融商品の時価等に関する事項

連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりです。

 

前連結会計年度（平成26年３月31日）

 
連結貸借対照表計上額

（千円）
時価（千円）  差額（千円）

（1）現金及び預金 2,155,787 2,155,787 ―

（2）売掛金 814,636 814,636 ―

（3）有価証券      

満期保有目的の債券 300,631 300,750 118

その他有価証券 100,826 100,826 ―

 資産計 3,371,881 3,371,999 118

（1）未払法人税等 181,574 181,574 ―

 負債計 181,574 181,574 ―

 

当連結会計年度（平成27年３月31日）

 
連結貸借対照表計上額

（千円）
時価（千円）  差額（千円）

（1）現金及び預金 2,673,533 2,673,533 －

（2）売掛金 932,503 932,503 －

（3）有価証券及び投資有価証券      

満期保有目的の債券 299,559 300,000 440

その他有価証券 300,872 300,872 －

 資産計 4,206,468 4,206,909 440

（1）未払法人税等 266,542 266,542 －

 負債計 266,542 266,542 －

 

（注）１．金融商品の時価の算定方法に関する事項

    資産

    （1）現金及び預金、（2）売掛金

 これらは短期間で決済されるものであるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該

帳簿価額によっております。

    （3）有価証券及び投資有価証券

 これらのうち、国債の時価については、取引金融機関等から提示された価格によっておりま

す。投資信託については、利回りも預金並みであり短期間で運用成果が分配されることから、時

価は帳簿価額と近似するため、当該帳簿価額によっております。譲渡性預金については、短期間

で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。

また、保有目的ごとの有価証券に関する事項については、注記事項「有価証券関係」をご参照下

さい。

    負債

    （1）未払法人税等

 これらは短期間で解消されるものであるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該

帳簿価額によっております。
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   ２．金銭債権及び満期のある有価証券の連結決算日後の償還予定額

    前連結会計年度（平成26年３月31日）

 
１年以内

（千円）

１年超

５年以内

（千円）

５年超

10年以内

（千円）

10年超

（千円）

 現金及び預金 2,155,787 ― ― ―

 売掛金 814,636 ― ― ―

 有価証券        

  満期保有目的の債券        

   国債・地方債 300,000 ― ― ―

  その他の有価証券のうち

  満期のあるもの
       

   譲渡性預金 ― ― ― ―

 合計 3,270,423 ― ― ―

 

    当連結会計年度（平成27年３月31日）

 
１年以内

（千円）

１年超

５年以内

（千円）

５年超

10年以内

（千円）

10年超

（千円）

 現金及び預金 2,673,533 ― ― ―

 売掛金 932,503 ― ― ―

 有価証券及び投資有価証券        

  満期保有目的の債券        

   国債・地方債 ― 300,000 ― ―

  その他の有価証券のうち

  満期のあるもの
       

   譲渡性預金 200,000 ― ― ―

 合計 3,806,036 300,000 ― ―
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（有価証券関係）

１．満期保有目的の債券

  前連結会計年度（平成26年３月31日）

   種類
連結貸借対照表

計上額（千円）
時価（千円） 差額（千円）

 

時価が連結貸借対照表計上

額を超えるもの

 

 

 （1）国債・地方債等 300,631 300,750 118

 （2）社債 ― ― ―

 （3）その他 ― ― ―

 小計 300,631 300,750 118

 

時価が連結貸借対照表計上

額を超えないもの

 

 

 （1）国債・地方債等 ― ― ―

 （2）社債 ― ― ―

 （3）その他 ― ― ―

 小計 ― ― ―

 合計 300,631 300,750 118

 

  当連結会計年度（平成27年３月31日）

   種類
連結貸借対照表

計上額（千円）
時価（千円） 差額（千円）

 

時価が連結貸借対照表計上

額を超えるもの

 

 

 （1）国債・地方債等 299,559 300,000 440

 （2）社債 ― ― ―

 （3）その他 ― ― ―

 小計 299,559 300,000 440

 

時価が連結貸借対照表計上

額を超えないもの

 

 

 （1）国債・地方債等 ― ― ―

 （2）社債 ― ― ―

 （3）その他 ― ― ―

 小計 ― ― ―

 合計 299,559 300,000 440
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２．その他有価証券

  前連結会計年度（平成26年３月31日）

   種類
連結貸借対照表

計上額（千円）

取得原価

（千円）
差額（千円）

 

連結貸借対照表計上額が取

得原価を超えるもの

 

 

 （1）株式 ― ― ―

 （2）債券 ― ― ―

  ① 国債・地方債等 ― ― ―

  ② 社債 ― ― ―

  ③ その他 ― ― ―

 （3）その他 ― ― ―

   小計 ― ― ―

 

連結貸借対照表計上額が取

得原価を超えないもの

 

 

 （1）株式 ― ― ―

 （2）債券 ― ― ―

  ① 国債・地方債等 ― ― ―

  ② 社債 ― ― ―

  ③ その他 ― ― ―

 （3）その他 100,826 100,826 ―

   小計 100,826 100,826 ―

 合計 100,826 100,826 ―
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  当連結会計年度（平成27年３月31日）

   種類
連結貸借対照表

計上額（千円）

取得原価

（千円）
差額（千円）

 

連結貸借対照表計上額が取

得原価を超えるもの

 

 

 （1）株式 ― ― ―

 （2）債券 ― ― ―

  ① 国債・地方債等 ― ― ―

  ② 社債 ― ― ―

  ③ その他 ― ― ―

 （3）その他 ― ― ―

   小計 ― ― ―

 

連結貸借対照表計上額が取

得原価を超えないもの

 

 

 （1）株式 ― ― ―

 （2）債券 ― ― ―

  ① 国債・地方債等 ― ― ―

  ② 社債 ― ― ―

  ③ その他 ― ― ―

 （3）その他 300,872 300,872 ―

   小計 300,872 300,872 ―

 合計 300,872 300,872 ―

 

（デリバティブ取引関係）

前連結会計年度（自平成25年４月１日 至平成26年３月31日）及び当連結会計年度（自平成26年４月１日 

至平成27年３月31日）

 デリバティブ取引を全く行っておりませんので、該当事項はありません。

 

 

（退職給付関係）

１.採用している退職給付制度の概要

当社は、確定拠出年金制度を採用しております。

２.退職給付費用に関する事項

前連結会計年度（自平成25年４月１日 至平成26年３月31日）

確定拠出年金への要拠出額は、9,927千円であります。

当連結会計年度（自平成26年４月１日 至平成27年３月31日）

確定拠出年金への要拠出額は、10,887千円であります。
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（ストックオプション等関係）

 １.ストック・オプションに係る費用計上額及び科目名

（単位：千円）

 
前連結会計年度

   （自 平成25年４月１日
    至 平成26年３月31日）

当連結会計年度
   （自 平成26年４月１日
    至 平成27年３月31日）

売上原価（株式報酬費用） 559 44

販売費及び一般管理費（株式報酬費用） 1,460 283

 

２.権利不行使による失効により利益として計上した金額

（単位：千円）

 
前連結会計年度

   （自 平成25年４月１日
    至 平成26年３月31日）

当連結会計年度
   （自 平成26年４月１日
    至 平成27年３月31日）

新株予約権戻入益 7,582 153
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３.ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況

 （１）ストック・オプションの内容

 
平成17年

ストック・オプション
平成20年

 ストック・オプション

会社名 提出会社 同左

付与対象者の

区分及び人数

取締役３名

従業員63名 

子会社従業員２名

取締役３名

従業員73名

子会社従業員２名

株式の種類別のストッ

ク・オプションの数

（注）

普通株式 35,500株  普通株式 49,800株

付与日 平成17年７月28日  平成20年６月12日

権利確定条件

付与日（平成17年７月28日）以降、権利確定

日（平成18年３月31日）まで提出会社又は提

出会社の関係会社の役員（監査役を含む）又

は従業員のいずれかの地位にあること、及び

提出会社又は提出会社の関係会社の就業規則

に定める減給以上の懲戒処分を受けていない

こと。

付与日（平成20年６月12日）以降、権利確定

日（平成22年５月29日）まで提出会社又は提

出会社の関係会社の役員（監査役を含む）又

は従業員のいずれかの地位にあること、及び

提出会社又は提出会社の関係会社の就業規則

に定める減給以上の懲戒処分を受けていない

こと。

ただし、以下の時期をもって権利確定日とす

る。

①平成22年５月29日に付与数の３分の１

②平成23年５月29日に付与数の３分の１

③平成24年５月29日に付与数の３分の１

対象勤務期間
 自 平成17年７月28日

 至 平成18年３月31日

①平成20年５月28日～平成22年５月29日 付

与数の３分の１

②平成20年５月28日～平成23年５月29日 付

与数の３分の１

③平成20年５月28日～平成24年５月29日 付

与数の３分の１

権利確定条件①②③と対応。

権利行使期間
 自 平成18年４月１日 

 至 平成27年６月20日

権利確定日から平成29年６月21日まで。 

ただし、権利行使時まで継続して、当社又は

当社関係会社の役員（監査役を含む）又は使

用人のいずれかの地位にあることを要する。 
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平成21年

 ストック・オプション
平成22年

 ストック・オプション

会社名 提出会社 同左

付与対象者の

区分及び人数

取締役３名

従業員90名

子会社従業員１名

取締役３名

従業員80名

株式の種類別のストッ

ク・オプションの数

（注）

普通株式 99,700株 普通株式 99,300株

付与日 平成21年６月12日 平成22年６月８日

権利確定条件

付与日（平成21年６月12日）以降、権利確定

日（平成23年５月30日）まで提出会社又は提

出会社の関係会社の役員（監査役を含む）又

は従業員のいずれかの地位にあること、及び

提出会社又は提出会社の関係会社の就業規則

に定める減給以上の懲戒処分を受けていない

こと。

ただし、以下の時期をもって権利確定日とす

る。

①平成23年５月30日に付与数の３分の１

②平成24年５月30日に付与数の３分の１

③平成25年５月30日に付与数の３分の１

付与日（平成22年６月８日）以降、権利確定

日（平成24年５月26日）まで提出会社又は提

出会社の関係会社の役員（監査役を含む）又

は従業員のいずれかの地位にあること、及び

提出会社又は提出会社の関係会社の就業規則

に定める減給以上の懲戒処分を受けていない

こと。

ただし、以下の時期をもって権利確定日とす

る。

①平成24年５月26日に付与数の３分の１

②平成25年５月26日に付与数の３分の１

③平成26年５月26日に付与数の３分の１

対象勤務期間

①平成21年５月30日～平成23年５月29日 付

与数の３分の１

②平成21年５月30日～平成24年５月29日 付

与数の３分の１

③平成21年５月30日～平成25年５月29日 付

与数の３分の１

権利確定条件①②③と対応。

①平成22年５月26日～平成24年５月25日 付

与数の３分の１

②平成22年５月26日～平成25年５月25日 付

与数の３分の１

③平成22年５月26日～平成26年５月25日 付

与数の３分の１

権利確定条件①②③と対応。

権利行使期間

権利確定日から平成30年６月24日まで。 

ただし、権利行使時まで継続して、当社又は

当社関係会社の役員（監査役を含む）又は使

用人のいずれかの地位にあることを要する。

権利確定日から平成31年６月24日まで。 

ただし、権利行使時まで継続して、当社又は

当社関係会社の役員（監査役を含む）又は使

用人のいずれかの地位にあることを要する。

 （注） 平成25年４月１日付で普通株式１株を100株に分割しておりますので、株式分割後の株式数に換算して記載して

おります。
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 （２）ストック・オプションの規模及びその変動状況

  当連結会計年度（平成27年３月期）において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプシ

ョンの数については、株式数に換算しております。

    ①ストック・オプションの数

 
平成17年

ストック・オプション
平成20年

ストック・オプション
平成21年

ストック・オプション
平成22年

ストック・オプション

権利確定前    (株）        

前連結会計年度末 ― ― ― 19,900

付与 ― ― ― ―

失効 ― ― ― ―

権利確定 ― ― ― 19,900

未確定残 ― ― ― ―

権利確定後   （株）        

前連結会計年度末 41,100 37,400 49,500 22,700

権利確定 ― ― ― 19,900

権利行使 ― ― 2,500 4,100

失効 ― ― 200 100

未行使残 41,100 37,400 46,800 38,400

 （注） 平成25年４月１日付で普通株式１株を100株に分割しておりますので、ストック・オプションの数については株

式分割後の数値を記載しております。

 

    ②単価情報

 
平成17年

ストック・オプション
 平成20年

ストック・オプション
 平成21年

ストック・オプション
 平成22年

ストック・オプション

権利行使価格 （円） 1,564 1,497 785 593

行使時平均株価（円） ― ― 1,073 1,058

公正な評価単価

（付与日）    （円）
―

①1,105円

②1,133円

③1,159円

（注）1

① 572円

② 586円

③ 599円

（注）1

① 375円

② 386円

③ 396円

（注）1

 （注）１  ３.ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況 （１）ストック・オプションの内容の各年度の権

利確定条件・対象勤務期間はそれぞれ①②③と対応しております。

    ２  平成25年４月１日付で普通株式１株を100株に分割しておりますので、単価情報については株式分割後の数値

を記載しております。

 

 

４．ストック・オプションの権利確定数の見積方法

  過年度における退職率に基づき、権利不確定による失効数を見積り算定いたしました。
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（税効果会計関係）

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

 
前連結会計年度

（平成26年３月31日）
 

当連結会計年度
（平成27年３月31日）

繰延税金資産（流動）     
未払事業税 13,586千円  18,967千円
賞与引当金 35,435   32,021
未払社会保険料 5,165   4,660
未払賃借料 7,621   1,628
その他 2,064   11,438

計 63,871   68,717
繰延税金負債（流動）     

連結会社間内部取引消去
未収還付事業税

△3,146
―

  △1,515 
△2,282 

計 △3,146   △3,797
繰延税金資産（固定）     

減価償却費超過額 1,963   18,101
株式報酬費用 10,644   9,655
資産除去債務 6,557   7,751
固定資産未実現利益 45,703   36,564
繰越欠損金 ―   25,747

計 64,868   97,820
評価性引当額 ―   △35,254

繰延税金資産合計 ―   62,565
繰延税金資産の純額 125,594   127,484

 
２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

 
前連結会計年度

（平成26年３月31日）
 

当連結会計年度
（平成27年３月31日）

法定実効税率 38.01％   35.64％
（調整）      
住民税均等割 1.19   0.87
交際費等永久に損金に算入されない項目 0.65   0.35
税率変更による期末繰延税金資産の減額修正 0.64   0.86
株式報酬費用
評価性引当の増減

△0.37
―

 
△0.11
3.88

その他 △0.01   0.03
税効果会計適用後の法人税等の負担率 40.11   41.52

 
３．法人税等の税率変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
  「所得税法等の一部を改正する法律」（平成27年法律第９号）及び「地方税法等の一部を改正する法律」（平成27
年法律第２号）が平成27年３月31日に公布され、平成27年４月１日以後に開始する連結会計年度から法人税等の引下
げ等が行われることになりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は従
来の35.6％から平成27年４月１日に開始する連結会計年度に解消が見込まれる一時差異については33.1％に、平成28
年4月1日に開始する連結会計年度以降に解消が見込まれる一時差異については、32.3％となります。

  この税率変更により、繰延税金資産の金額（繰延税金負債の金額を控除した金額）は7,820千円減少し、法人税等
調整額が同額増加しております。
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（資産除去債務関係）

資産除去債務のうち連結貸借対照表に計上しているもの

イ 当該資産除去債務の概要

  本社及び営業所の不動産賃貸借契約に伴う原状回復義務等であります。

ロ 当該資産除去債務の算定方法

  使用見込期間を取得から８～15年と見積り、割引率は、0.76％～1.73％を使用して資産除去債務の金額を計算し

ております。

ハ 当該資産除去債務の総額の増減

 
前連結会計年度

（自 平成25年４月１日
至 平成26年３月31日）

当連結会計年度
（自 平成26年４月１日
至 平成27年３月31日）

期首残高 31,389千円 41,933千円

有形固定資産の取得に伴う増加額 10,141 ―

時の経過による調整額 402 459

資産除去債務の履行による減少額 ― ―

期末残高 41,933 42,393

 

（セグメント情報等）

【セグメント情報】

前連結会計年度（自平成25年４月１日  至平成26年３月31日）及び当連結会計年度（自平成26年４月１日  

至平成27年３月31日）

 当社グループは、セキュリティ事業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。 

 

【関連情報】 

前連結会計年度（自平成25年４月１日  至平成26年３月31日）

１．製品及びサービスごとの情報

 単一の製品・サービスの区分であるため、記載を省略しております。 

 

２．地域ごとの情報

(1）売上高

 本邦以外の国または地域の売上高がないため、記載を省略しております。 
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(2）有形固定資産

 本邦以外の国または地域に所在している有形固定資産がないため、記載を省略しております。 

 

３．主要な顧客ごとの情報

 当社グループは、セキュリティ事業のみの単一セグメントに従事しております。

                                   （単位：千円）

 顧客の名称又は氏名  売上高

 ソフトバンクＢＢ株式会社 670,696

 ダイワボウ情報システム株式会社 410,611

 サイオステクノロジー株式会社 283,649

 

当連結会計年度（自平成26年４月１日  至平成27年３月31日）

１．製品及びサービスごとの情報

 単一の製品・サービスの区分であるため、記載を省略しております。 

 

２．地域ごとの情報

(1）売上高

 本邦以外の国または地域の売上高がないため、記載を省略しております。 

 

(2）有形固定資産

 本邦に所在している有形固定資産の金額が連結貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるため、

記載を省略しております。 

 

３．主要な顧客ごとの情報

 当社グループは、セキュリティ事業のみの単一セグメントに従事しております。

                                   （単位：千円）

 顧客の名称又は氏名  売上高

 ソフトバンク コマース＆サービス株式会社 701,244

 ダイワボウ情報システム株式会社 526,036

 丸紅情報システムズ株式会社 326,906

 

【報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報】

前連結会計年度（自平成25年４月１日  至平成26年３月31日）及び当連結会計年度（自平成26年４月１日  

至平成27年３月31日）

 該当事項はありません。 

【報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報】 

前連結会計年度（自平成25年４月１日  至平成26年３月31日）及び当連結会計年度（自平成26年４月１日  

至平成27年３月31日）

 該当事項はありません。 

 

【報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報】

前連結会計年度（自平成25年４月１日  至平成26年３月31日）及び当連結会計年度（自平成26年４月１日  

至平成27年３月31日）

 該当事項はありません。 
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【関連当事者情報】

関連当事者との取引

 連結財務諸表提出会社と関連当事者との取引

（ア）連結財務諸表提出会社の非連結子会社および関連会社等

前連結会計年度（自平成25年４月１日 至平成26年３月31日） 

種類 
会社等の名称 

又は氏名 
所在地 

資本金又

は出資金

（千円） 

事業の内

容又は職

業 

議決権等の

所有（被所

有)割合(％) 

関連当

事者と

の関係 

取引の

内容 

取引金額

（千円） 

 

科目 
期末残高

（千円） 

非連

結子

会社 

Digital Arts 

Investment, Inc. 

624 University Avenue Palo 

Alto, CA ,USA 
8,254 

投資目的

の市場調

査及び投

資事業 

（所有） 

直接100.0 

米国に

おける

情報収

集 

資金の

貸付 
56,400 

長期 

貸付金 
61,728 

             
利息の

受取 
1,808 

その他

の流動

資産 

1,851 

（注）取引条件及び取引条件の決定方針等

   資金の貸付については、市場金利を勘案して利率を合理的に決定しております。

 

当連結会計年度（自平成26年４月１日 至平成27年３月31日） 

種類 
会社等の名称 

又は氏名 
所在地 

資本金又

は出資金

（千円） 

事業の内

容又は職

業 

議決権等の

所有（被所

有)割合(％) 

関連当

事者と

の関係 

取引の

内容 

取引金額

（千円） 

 

科目 
期末残高

（千円） 

非連

結子

会社 

Digital Arts 

Investment, Inc. 

624 University Avenue Palo 

Alto, CA ,USA 
8,254 

投資目的

の市場調

査及び投

資事業 

（所有） 

直接100.0 

米国に

おける

情報収

集 

資金の

回収 
72,156  ― ― 

（注）取引条件及び取引条件の決定方針等

   資金の貸付については、市場金利を勘案して利率を合理的に決定しております。

（イ）連結財務諸表提出会社の役員及び個人主要株主等 

前連結会計年度（自平成25年４月１日 至平成26年３月31日） 

種類 
会社等の名

称又は氏名 
所在地 

資本金又は

出資金 

事業の内容

又は職業 

議決権等の所

有（被所有）

割合（％） 

関連当事者との 

関係 
取引の内容 

取引金額

（千円） 
科目 

期末残高

（千円） 

役員 道具登志夫 ― ― 
当社代表 

取締役社長 

（被所有） 

直接27.6 

ストック・オプシ

ョンの権利行使 

ストック・オプシ

ョンの権利行使 
11,949  ―  ― 

役員 眞田久雄 ― ― 
当社 

取締役 
― 

ストック・オプシ

ョンの権利行使 

ストック・オプシ

ョンの権利行使 
10,253  ―  ― 

（注）１.平成20年６月24日及び平成21年６月24日開催の定時株主総会決議により発行した新株予約権の当連

結会計年度における権利行使を記載しております。なお、「取引金額」欄は、当連結会計年度にお

けるストック・オプションの権利行使による付与株式数に払込金額を乗じた金額を記載しておりま

す。

   ２.議決権等の所有（被所有）割合については、発行済株式総数から自己株を控除して計算しておりま

す。

   ３.眞田久雄氏については、平成25年10月31日をもって当社取締役を退任し、関連当事者に該当しない 

こととなったため上記取引金額は、当該退任前の数値を記載しております。

 

当連結会計年度（自平成26年４月１日 至平成27年３月31日） 

 該当事項はありません。 
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（開示対象特別目的会社関係）

 該当事項はありません。

 

 

（１株当たり情報）

 
 
 

前連結会計年度
（自  平成25年４月１日
至  平成26年３月31日）

当連結会計年度
（自  平成26年４月１日
至  平成27年３月31日）

１株当たり純資産額 272円98銭 303円40銭

１株当たり当期純利益金額 28円81銭 38円27銭

潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額 28円74銭 38円19銭

 

（注） １株当たり当期純利益金額及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額の算定上の基礎

項目
前連結会計年度

(自 平成25年４月１日
至 平成26年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成26年４月１日
至 平成27年３月31日)

１株当たり当期純利益金額    

当期純利益（千円） 399,551 531,292

普通株主に帰属しない金額（千円） - -

普通株式に係る当期純利益（千円） 399,551 531,292

普通株式の期中平均株式数（株） 13,868,209 13,883,652

潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額    

当期純利益調整額（千円） - -

普通株式増加数（株） 35,630 28,297

（うち新株予約権）（株） 35,630 28,297

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１

株当たり当期純利益金額の算定に含まれなかっ

た潜在株式の概要

 新株予約権

平成17年６月20日決議

潜在株式の数 41,100株

 

平成19年６月21日決議

 潜在株式の数 37,400株

 

 新株予約権

平成17年６月20日決議

潜在株式の数 41,100株

 

平成19年６月21日決議

 潜在株式の数 37,400株

 

 当社は、平成25年４月１日付で株式１株につき100株の株式分割を行っております。当該株式分割については、

前連結会計年度の期首に株式分割が行われたと仮定して１株当たり純資産額、１株当たり当期純利益金額及び潜在

株式調整後１株当たり当期純利益金額を算定しております。

 

（重要な後発事象）

該当事項はありません。
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⑤【連結附属明細表】

【社債明細表】

 該当事項はありません。

【借入金等明細表】

 該当事項はありません。

 

【資産除去債務明細表】

 当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における資産除去債務の金額が、当連結会計年度期首及び当連結会

計年度末における負債及び純資産の合計額の100分の１以下であるため、連結財務諸表規則第92条の２の規定に

より記載を省略しております。 

 

 

（２）【その他】

当連結会計年度における四半期情報等

（累計期間） 第１四半期 第２四半期 第３四半期 当連結会計年度

売上高（千円） 673,013 1,610,029 2,325,597 3,402,691

税金等調整前四半期（当期）

純利益金額（千円）
35,925 359,551 514,752 908,479

四半期（当期）純利益金額

（千円）
16,026 210,987 302,715 531,292

１株当たり四半期（当期）純

利益金額（円）
1.15 15.20 21.81 38.27

 

（会計期間） 第１四半期 第２四半期 第３四半期 第４四半期

１株当たり四半期純利益金額

（円）
1.15 14.04 6.61 16.46
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２【財務諸表等】

（１）【財務諸表】

①【貸借対照表】

    (単位：千円) 

  前事業年度 
(平成26年３月31日) 

当事業年度 
(平成27年３月31日) 

資産の部    

流動資産    

現金及び預金 2,148,123 2,632,976 

売掛金 ※ 802,898 932,603 

有価証券 401,458 300,872 

製品 6,770 928 

貯蔵品 463 480 

前渡金 2,331 4,803 

前払費用 40,599 64,580 

繰延税金資産 58,404 68,697 

その他 ※ 31,970 ※ 131,127 

流動資産合計 3,493,020 4,137,071 

固定資産    

有形固定資産    

建物 67,421 57,243 

車両運搬具 0 0 

工具、器具及び備品 59,741 73,630 

建設仮勘定 － 14,125 

有形固定資産合計 127,163 144,999 

無形固定資産    

のれん 118,279 94,627 

ソフトウエア 644,203 628,516 

ソフトウエア仮勘定 130,246 122,998 

電話加入権 190 190 

無形固定資産合計 892,920 846,333 

投資その他の資産    

投資有価証券 － 299,559 

関係会社株式 225,066 251,348 

出資金 10 10 

関係会社長期貸付金 61,728 － 

長期前払費用 1,510 1,070 

敷金及び保証金 169,224 169,309 

繰延税金資産 36,347 53,754 

その他 39 39 

投資その他の資産合計 493,925 775,090 

固定資産合計 1,514,009 1,766,424 

資産合計 5,007,029 5,903,495 
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    (単位：千円) 

 
前事業年度 

(平成26年３月31日) 
当事業年度 

(平成27年３月31日) 

負債の部    

流動負債    

買掛金 ※ 7,652 ※ 7,839 

未払金 ※ 216,337 ※ 212,800 

未払費用 64,636 63,747 

未払法人税等 128,366 266,542 

未払消費税等 16,350 119,450 

前受金 462,987 668,088 

預り金 9,472 9,986 

賞与引当金 96,912 96,743 

資産除去債務 － 261 

流動負債合計 1,002,716 1,445,460 

固定負債    

資産除去債務 41,933 42,132 

その他 535 455 

固定負債合計 42,468 42,587 

負債合計 1,045,184 1,488,047 

純資産の部    

株主資本    

資本金 713,590 713,590 

資本剰余金    

資本準備金 700,222 700,222 

その他資本剰余金 32,014 35,624 

資本剰余金合計 732,237 735,847 

利益剰余金    

その他利益剰余金    

繰越利益剰余金 2,575,515 3,024,549 

利益剰余金合計 2,575,515 3,024,549 

自己株式 △146,860 △143,017 

株主資本合計 3,874,482 4,330,969 

新株予約権 87,362 84,477 

純資産合計 3,961,845 4,415,447 

負債純資産合計 5,007,029 5,903,495 
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②【損益計算書】

    (単位：千円) 

 
前事業年度 

(自 平成25年４月１日 
 至 平成26年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成26年４月１日 
 至 平成27年３月31日) 

売上高 ※２ 2,960,668 ※２ 3,395,851 

売上原価    

期首製品たな卸高 8,365 6,770 

当期ネットサービス原価 ※２ 843,484 ※２ 912,045 

合計 851,849 918,815 

他勘定振替高 ※１ 1,043 ※１ 1,037 

期末製品たな卸高 6,770 928 

製品売上原価 844,036 916,849 

売上総利益 2,116,632 2,479,001 

販売費及び一般管理費 ※２,※３ 1,483,953 ※２,※３ 1,565,109 

営業利益 632,679 913,892 

営業外収益    

受取利息 2,304 2,017 

有価証券利息 459 433 

為替差益 3,278 45,418 

受取手数料 293 273 

未払配当金除斥益 950 1,058 

雑収入 9 163 

営業外収益合計 7,295 49,364 

営業外費用    

支払利息 － 131 

株式交付費 665 － 

消費税等差額 151 － 

投資損失引当金繰入額 － 37,000 

営業外費用合計 817 37,131 

経常利益 639,157 926,126 

特別利益    

新株予約権戻入益 7,582 153 

特別利益合計 7,582 153 

特別損失    

固定資産除却損 ※４ 28 ※４ 43 

子会社清算損 － 1,898 

特別損失合計 28 1,941 

税引前当期純利益 646,712 924,337 

法人税、住民税及び事業税 253,019 378,059 

法人税等調整額 5,131 △27,699 

法人税等合計 258,151 350,359 

当期純利益 388,560 573,978 
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【ネットサービス原価明細書】

   
前事業年度

（自 平成25年４月１日
至 平成26年３月31日）

当事業年度
（自 平成26年４月１日
至 平成27年３月31日）

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

Ⅰ 材料費   34,995 2.7 34,262 2.5

Ⅱ 労務費 ※１ 557,632 42.7 532,029 39.3

Ⅲ 経費 ※２ 713,032 54.6 786,044 58.1

当期総費用   1,305,661 100.0 1,352,336 100.0

他勘定振替高 ※３ 462,177   440,291  

当期ネットサービス原価   843,484   912,045  

           

 （注）

前事業年度
（自 平成25年４月１日
至 平成26年３月31日）

当事業年度
（自 平成26年４月１日
至 平成27年３月31日）

※１ 労務費の主な内訳は次の通りであります。 ※１ 労務費の主な内訳は次の通りであります。
 

給与手当 359,839千円

法定福利費 66,020千円

賞与 38,631千円

賞与引当金繰入額 44,969千円

雑給 45,404千円
 

 
給与手当 356,911千円

法定福利費 66,453千円

賞与 44,014千円

賞与引当金繰入額 42,387千円

雑給 16,175千円
 

※２ 経費の主な内訳は次の通りであります。 ※２ 経費の主な内訳は次の通りであります。
 

外注費 36,311千円

減価償却費 434,099千円

賃借料 66,200千円
 

 
外注費 69,322千円

減価償却費 505,949千円

賃借料 74,146千円
 

※３ 他勘定振替高の内訳は次の通りであります。 ※３ 他勘定振替高の内訳は次の通りであります。
 

販売費及び一般管理費 70,242千円

固定資産 391,934千円

計 462,177千円
 

 
販売費及び一般管理費 75,803千円

固定資産 364,487千円

計 440,291千円
 

４ 原価計算の方法

当社の原価計算は、実際原価による個別原価計算を

採用しております。

４ 原価計算の方法

同左
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③【株主資本等変動計算書】

前事業年度（自 平成25年４月１日 至 平成26年３月31日）

                  (単位：千円) 

  株主資本 

新株予約権 純資産合計 

  

資本金 

資本剰余金 利益剰余金 

自己株式 
株主資本
合計 

  

資本準備金 
その他資本

剰余金 
資本剰余
金合計 

その他利
益剰余金 

利益剰余
金合計 

  
繰越利益
剰余金 

当期首残高 713,590 700,222 - 700,222 2,311,579 2,311,579 △180,518 3,544,873 119,695 3,664,569 

当期変動額                     

剰余金の配当         △124,624 △124,624   △124,624   △124,624 

当期純利益         388,560 388,560   388,560   388,560 

自己株式の処分     32,014 32,014     33,657 65,672   65,672 

株主資本以外の項
目の当期変動額
（純額） 

              - △32,332 △32,332 

当期変動額合計 - - 32,014 32,014 263,935 263,935 33,657 329,608 △32,332 297,275 

当期末残高 713,590 700,222 32,014 732,237 2,575,515 2,575,515 △146,860 3,874,482 87,362 3,961,845 

 

当事業年度（自 平成26年４月１日 至 平成27年３月31日）

                  (単位：千円) 

  株主資本 

新株予約権 純資産合計 

  

資本金 

資本剰余金 利益剰余金 

自己株式 
株主資本
合計 

  

資本準備金 その他資本
剰余金 

資本剰余
金合計 

その他利
益剰余金 

利益剰余
金合計 

  
繰越利益
剰余金 

当期首残高 713,590 700,222 32,014 732,237 2,575,515 2,575,515 △146,860 3,874,482 87,362 3,961,845 

当期変動額                     

剰余金の配当         △124,944 △124,944   △124,944   △124,944 

当期純利益         573,978 573,978   573,978   573,978 

自己株式の処分     3,610 3,610     3,843 7,453   7,453 

株主資本以外の項
目の当期変動額
（純額） 

              - △2,885 △2,885 

当期変動額合計 - - 3,610 3,610 449,034 449,034 3,843 456,487 △2,885 453,602 

当期末残高 713,590 700,222 35,624 735,847 3,024,549 3,024,549 △143,017 4,330,969 84,477 4,415,447 
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【注記事項】

（重要な会計方針）

１．資産の評価基準及び評価方法

(1)有価証券の評価基準及び評価方法

   満期保有目的の債券

償却原価法（定額法）を採用しております。

   子会社株式

移動平均法による原価法を採用しております。

   その他有価証券

   時価のないもの

    移動平均法による原価法を採用しております。

(2)たな卸資産の評価基準及び評価方法

   製品

総平均法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切り下げの方法により算定）を採用して

おります。

２．固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産

定率法によっております。 

なお、耐用年数及び残存価額については、法人税法に規定する方法と同一の基準によっております。

(2) 無形固定資産

定額法によっております。

なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間（５年）に基づく定額法、市場販売

目的のソフトウェアについては、見込販売数量（または収益）に基づく方法または残存有効期間

（３年）によっております。また、のれんについては、５年間の均等償却としております。

(3）長期前払費用

定額法によっております。 

なお、償却期間については、法人税法に規定する方法と同一の基準によっております。

３．繰延資産の処理方法

   株式交付費

支出時に全額費用として処理しております。

４．外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準

 外貨建金銭債権債務は、期末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しておりま

す。

５．引当金の計上基準

(1）賞与引当金

従業員の賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち、当事業年度に負担すべき金額を計上しております。

(2）投資損失引当金

関係会社への投資に係る損失に備えるため、当該会社の財政状態及び回収可能性を勘案して、関係会社株式に

ついて必要額を計上しております。

６．その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項

消費税等の会計処理

  消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっており、控除対象外消費税及び地方消費税は、当事業

年度の費用として処理しております。
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（貸借対照表関係）

関係会社に対する資産及び負債

 ※ 区分されたもの以外で当該関係会社に対する金銭債権又は金銭債務の金額は以下の通りであります。

前事業年度
（自 平成25年４月１日
至 平成26年３月31日）

当事業年度
（自 平成26年４月１日
至 平成27年３月31日）

短期金銭債権 23,263千円   130,549千円

短期金銭債務 132,873   61,896

 

（損益計算書関係）

 ※１ 製品他勘定振替高の内訳は次のとおりであります。

前事業年度
（自 平成25年４月１日
至 平成26年３月31日）

当事業年度
（自 平成26年４月１日
至 平成27年３月31日）

販売費及び一般管理費への振替高 851千円   758千円

有形固定資産振替高 192   278

計 1,043   1,037

 

※２ 関係会社に対するものが次のとおり含まれております。

前事業年度
（自 平成25年４月１日
至 平成26年３月31日）

当事業年度
（自 平成26年４月１日
至 平成27年３月31日）

営業取引高

売上高

仕入高

業務委託

営業取引以外の取引額

 

41,374千円

4,024

96,383

1,808

 

 

 

 

 

 

 

3,922千円

12,463

121,998

1,430

 

 

※３ 販売費に属する費用のおおよその割合は前事業年度20.4％、当事業年度13.4％、一般管理費に属する費用のおおよ

その割合は前事業年度79.6％、当事業年度86.6％であります。

 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は次のとおりであります。

 
 前事業年度 

（自 平成25年４月１日 
  至 平成26年３月31日） 

 当事業年度 
（自 平成26年４月１日 

  至 平成27年３月31日） 

広告宣伝費 176,943千円 157,635千円 

役員報酬 46,150 45,100 

給与手当 481,547 485,746 

賞与 54,041 67,225 

賞与引当金繰入額 62,646 44,119 

法定福利費 85,805 86,302 

研究開発費 8,050 5,197 

減価償却費 23,986 17,149 

賃借料 98,014 112,410 

支払手数料 86,918 69,629 

旅費交通費 78,810 84,446 

採用費 30,376 50,825 

 

※４ 固定資産除却損の内容は次のとおりであります。

 
前事業年度

（自 平成25年４月１日
至 平成26年３月31日）

当事業年度
（自 平成26年４月１日
至 平成27年３月31日）

工具、器具及び備品 28千円 43千円
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（有価証券関係）

 関係会社株式（当事業年度の貸借対照表計上額は251,348千円、前事業年度の貸借対照表計上額は225,066千

円）は、市場価額がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、記載しておりません。な

お、前事業年度（平成26年３月期）及び当事業年度（平成27年３月期）における関係会社株式の貸借対照表計上

額は、投資損失引当金85,843千円(前事業年度は48,843千円）控除後の数字であります。

（税効果会計関係）

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

 
前事業年度

（平成26年３月31日）
 

当事業年度
（平成27年３月31日）

繰延税金資産（流動）     
未払事業税 9,221千円  18,967千円
賞与引当金 34,539   32,021
未払社会保険料 5,034   4,660
未払賃借料 7,545   1,609
その他 2,063   11,438

計 58,404   68,697
繰延税金資産（固定）     

減価償却費超過額 1,963   8,593
株式報酬費用 10,644   9,655
資産除去債務 6,331   7,751
投資損失引当金 17,407   27,753

計 36,347   53,754
繰延税金資産の純額 94,752   122,451

 
２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

 
前事業年度

（平成26年３月31日）
 

当事業年度
（平成27年３月31日）

法定実効税率 38.01％   35.64％
（調整）      

住民税均等割 1.20   0.84
交際費等永久に損金に算入されない項目 0.67   0.34
税率変更による期末繰延税金資産の減額修正 0.62   1.17
株式報酬費用 △0.38   △0.11
その他 △0.20   0.02

税効果会計適用後の法人税等の負担率 39.92   37.90
 
３．法人税等の税率変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
  「所得税法等の一部を改正する法律」（平成27年法律第９号）及び「地方税法等の一部を改正する法律」（平成27
年法律第２号）が平成27年３月31日に公布され、平成27年４月１日以後に開始する連結会計年度から法人税等の引下
げ等が行われることになりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は従
来の35.6％から平成27年４月１日に開始する連結会計年度に解消が見込まれる一時差異については33.1％に、平成28
年4月1日に開始する連結会計年度以降に解消が見込まれる一時差異については、32.3％となります。

  この税率変更により、繰延税金資産の金額（繰延税金負債の金額を控除した金額）は10,775千円減少し、法人税等
調整額が同額増加しております。

 
 
 

（重要な後発事象）

該当事項はありません。 
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④【附属明細表】

【有形固定資産等明細表】
 

資産の種類 当期首残高 
（千円） 

当期増加額 
（千円） 

当期減少額 
（千円） 

当期償却額 
（千円） 

当期末残高 
(千円) 

減価償却 
累計額 

（千円） 

有形固定資産            

建物 67,421 5,697 - 15,874 57,243 66,559 

車両運搬具 0 - - 0 0 5,961 

工具、器具及び備品 59,741 39,995 43 26,062 73,630 199,236 

建設仮勘定 - 14,125 - - 14,125 - 

有形固定資産計 127,163 59,818 43 41,938 144,999 271,757 

無形固定資産            

のれん 118,279 - - 23,652 94,627 -

ソフトウエア 644,203 465,475 - 481,162 628,516 -

ソフトウエア仮勘定 130,246 442,059 449,307 - 122,998 -

電話加入権 190 - - - 190 -

無形固定資産計 892,920 907,534 449,307 504,814 846,333 -

  （注）１.当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。

ソフトウエア 

販売用ソフトウエア 

（i-FILTER） 
205,096千円 

販売用ソフトウエア 

（i-フィルター） 
21,467千円 

販売用ソフトウエア 

（D-SPA） 
22,957千円 

販売用ソフトウエア 

（m-FILTER） 
70,708千円 

 

ソフトウエア仮勘定 

 

販売用ソフトウエア 

（i-FILTER） 
144,618千円 

販売用ソフトウエア 

（i-フィルター） 
15,430千円 

販売用ソフトウエア 

（D-SPA） 
22,025千円 

販売用ソフトウエア 

（m-FILTER） 
68,583千円 

 

２.当期減少額のうち主なものは、次のとおりであります。

   (ソフトウエア仮勘定） 完成によるソフトウエア勘定への振替であります。
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【引当金明細表】

（単位：千円）

区分 当期首残高 当期増加額 当期減少額 当期末残高

賞与引当金 96,912 96,743 96,912 96,743

投資損失引当金 48,843 37,000 ― 85,843

 

（２）【主な資産及び負債の内容】

連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。 

 

 

（３）【その他】

 該当事項はありません。
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第６【提出会社の株式事務の概要】

事業年度 ４月１日から３月31日まで

定時株主総会 ６月中

基準日 ３月31日

剰余金の配当の基準日
９月30日 

３月31日

１単元の株式数 100株

単元未満株式の買取  該当事項はありません。

取扱場所  

株主名簿管理人  

取次所  

買取手数料  

公告掲載方法

当会社の公告は、電子公告により行う。ただし、電子公告によることがで

きないやむを得ない事由が生じた場合は、日本経済新聞に掲載する。 

公告掲載URL

http://www.daj.jp/ir/stock/notification/

株主に対する特典 該当事項はありません。

（注）  単元未満株主は、会社法第189条第２項各号に掲げる権利、会社法第166条第１項の規定による請求をする権

利、株主の有する株式数に応じて募集株式の割り当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利以外の権利

を有しておりません。
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第７【提出会社の参考情報】

１【提出会社の親会社等の情報】

 当社は、金融商品取引法第24条の７第１項に規定する親会社等はありません。 

２【その他の参考情報】

 当事業年度の開始日から有価証券報告書提出日までの間に、次の書類を提出しております。

(1）有価証券報告書及びその添付書類並びに確認書

事業年度 第19期（自 平成25年４月１日 至 平成26年３月31日）平成26年６月25日関東財務局長に提出。

 

(2）内部統制報告書及びその添付書類

平成26年６月25日関東財務局長に提出。

 

(3）四半期報告書及び確認書

四半期会計期間

第20期第１四半期（自 平成26年４月１日 至 平成26年６月30日）平成26年８月13日関東財務局長に提出。

第20期第２四半期（自 平成26年７月１日 至 平成26年９月30日）平成26年11月13日関東財務局長に提出。

第20期第３四半期（自 平成26年10月１日 至 平成26年12月31日）平成27年２月13日関東財務局長に提出。

 

(4）臨時報告書

平成26年６月25日関東財務局長に提出。

企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２（株主総会における議決権行使の結果）に基づく臨時

報告書であります。
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第二部【提出会社の保証会社等の情報】

 該当事項はありません。
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独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書 

 

    平成27年６月24日  

デジタルアーツ株式会社      

 

  取締役会 御中    

 

  三優監査法人  

 

 
代表社員

業務執行社員
  公認会計士 岩田 亘人   ㊞ 

 

  業務執行社員   公認会計士 熊谷 康司    ㊞ 

 

＜財務諸表監査＞

 当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられて

いるデジタルアーツ株式会社の平成26年４月１日から平成27年３月31日までの連結会計年度の連結財務諸表、すなわち、

連結貸借対照表、連結損益計算書、連結包括利益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書、

連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項、その他の注記及び連結附属明細表について監査を行った。
 
連結財務諸表に対する経営者の責任

 経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結財務諸表を作成し適正に

表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結財務諸表を作成し適正に表示するために

経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
 
監査人の責任

 当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明するこ

とにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準

は、当監査法人に連結財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定

し、これに基づき監査を実施することを求めている。

 監査においては、連結財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当

監査法人の判断により、不正又は誤謬による連結財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用され

る。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価

の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、連結財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制

を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価

も含め全体としての連結財務諸表の表示を検討することが含まれる。

 当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
 
監査意見

 当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、デジ

タルアーツ株式会社及び連結子会社の平成27年３月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年度の経営

成績及びキャッシュ・フローの状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。



＜内部統制監査＞

 当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第２項の規定に基づく監査証明を行うため、デジタルアーツ株式会社の平

成27年３月31日現在の内部統制報告書について監査を行った。

 

内部統制報告書に対する経営者の責任

 経営者の責任は、財務報告に係る内部統制を整備及び運用し、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に

係る内部統制の評価の基準に準拠して内部統制報告書を作成し適正に表示することにある。

 なお、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性があ

る。

 

監査人の責任

 当監査法人の責任は、当監査法人が実施した内部統制監査に基づいて、独立の立場から内部統制報告書に対する意見を

表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準

に準拠して内部統制監査を行った。財務報告に係る内部統制の監査の基準は、当監査法人に内部統制報告書に重要な虚偽

表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき内部統制監査を実施すること

を求めている。

 内部統制監査においては、内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果について監査証拠を入手するた

めの手続が実施される。内部統制監査の監査手続は、当監査法人の判断により、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性

に基づいて選択及び適用される。また、内部統制監査には、財務報告に係る内部統制の評価範囲、評価手続及び評価結果

について経営者が行った記載を含め、全体としての内部統制報告書の表示を検討することが含まれる。

 当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

 

監査意見

 当監査法人は、デジタルアーツ株式会社が平成27年３月31日現在の財務報告に係る内部統制は有効であると表示した上

記の内部統制報告書が、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して、

財務報告に係る内部統制の評価結果について、すべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

 

利害関係

 会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以  上

（注）１．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は有価証券報告書提出会社

     が別途保管しております。

 ２．ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていません。
 



 
独立監査人の監査報告書 

 

    平成27年６月24日  

デジタルアーツ株式会社      

 

  取締役会 御中    

 

  三優監査法人  

 

 
代表社員

業務執行社員
  公認会計士 岩田 亘人   ㊞ 

 

  業務執行社員   公認会計士 熊谷 康司   ㊞ 

 

 当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられて

いるデジタルアーツ株式会社の平成26年４月１日から平成27年３月31日までの第20期事業年度の財務諸表、すなわち、貸

借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針、その他の注記及び附属明細表について監査を行った。
 
財務諸表に対する経営者の責任

 経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示

することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が

必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
 
監査人の責任

 当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することに

ある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、

当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに

基づき監査を実施することを求めている。

 監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当監査

法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。財務

諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に

際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。

また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体と

しての財務諸表の表示を検討することが含まれる。

 当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
 
監査意見

 当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、デジタル

アーツ株式会社の平成27年３月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績をすべての重要な点に

おいて適正に表示しているものと認める。
 
利害関係

 会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

 以  上
 
（注）１．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は有価証券報告書提出会社が別

途保管しております。

２．ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていません。

 



【表紙】
 

【提出書類】 内部統制報告書 

【根拠条文】 金融商品取引法第24条の４の４第１項 

【提出先】 関東財務局長 

【提出日】 平成27年６月25日 

【会社名】 デジタルアーツ株式会社 

【英訳名】 Digital Arts Inc. 

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 道具 登志夫 

【最高財務責任者の役職氏名】 該当事項はありません。 

【本店の所在の場所】 東京都千代田区大手町一丁目５番１号 

【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所 

（東京都中央区日本橋兜町２番１号） 

 



１【財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項】

 代表取締役社長道具登志夫は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議

会の公表した「財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関す

る実施基準の設定について（意見書）」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統制

を整備及び運用している。

 なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき、一体となって機能することで、その目的を合理

的な範囲で達成しようとするものである。このため、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全に

は防止又は発見することができない可能性がある。

 

２【評価の範囲、基準日及び評価手続に関する事項】

 財務報告に係る内部統制の評価は、当事業年度の末日である平成27年３月31日を基準日として行われており、評価

に当たっては、一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠した。

 本評価においては、連結ベースでの財務報告全体に重要な影響を及ぼす内部統制（全社的な内部統制）の評価を行

った上で、その結果を踏まえて、評価対象とする業務プロセスを選定している。当該業務プロセスの評価において

は、選定された業務プロセスを分析した上で、財務報告の信頼性に重要な影響を及ぼす統制上の要点を識別し、当該

統制上の要点について整備及び運用状況を評価することによって、内部統制の有効性に関する評価を行った。

 財務報告に係る内部統制の評価の範囲は、会社及び連結子会社について、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性

の観点から必要な範囲を決定した。財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性は、金額的及び質的影響の重要性を考慮

して決定しており、会社及び連結子会社１社を対象として行った全社的な内部統制の評価結果を踏まえ、業務プロセ

スに係る内部統制の評価範囲を合理的に決定した。なお、連結子会社１社については、金額的及び質的重要性の観点

から僅少であると判断し、全社的な内部統制の評価範囲に含めていない。

 業務プロセスに係る内部統制の評価範囲については、各事業拠点の業務・機能・リスクを検討し、さらに各事業拠

点の前連結会計年度の売上高（連結会社間取引消去後）の金額が高い拠点から合算していき、前連結会計年度の連結

売上高の概ね２／３に達している当社の本社を「重要な事業拠点」とした。選定した重要な事業拠点においては、企

業の事業目的に大きく関わる勘定科目として売上高、売掛金、販売用ソフトウエア及び売上原価に至る業務プロセス

を評価の対象とした。さらに、選定した重要な事業拠点にかかわらず、それ以外の事業拠点をも含めた範囲につい

て、重要な虚偽記載の発生可能性が高く、見積りや予測を伴う重要な勘定科目に係る業務プロセスやリスクが大きい

取引を行っている事業又は業務に係る業務プロセスを財務報告への影響を勘案して重要性の大きい業務プロセスとし

て評価対象に追加している。

 

３【評価結果に関する事項】

 上記の評価の結果、当事業年度末日時点において、当社の財務報告に係る内部統制は有効であると判断した。

 

４【付記事項】

 付記すべき事項はありません。 

 

５【特記事項】

 特記すべき事項はありません。 

 




